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〈純〉

1.緒雷

本研境は北海道に於けるi林業の沿革を明らかにし， その進化の経路を知らんとするにある

のだが，此の稿は共の一部で，特に松前藩に於ける林政の費遭推移を詳かにし共の傾向を見

ょうとするものでるる.

松前藩の林政史を取扱ふに蛍り，その地域の範聞を今の北海道本島に局限した. とれ藩政

の末期には共の勢力は千島及び、樺太の一部にまで建してゐたとは云へ(1の 104頁)ヘ賞時是等白

地方には林業として見るべきものはなく，従って藩の林政共のものも此の地にまでは及んで、は

ゐたかったからである.

併し乍ら同ヒ北海道の中でも渡島半島の西南部は特に重要性を持ってゐるのであって， そ

の理由は営時に於ける政治的或は地理的事情から，藩の支配力が最も強く，且長〈此の地帯に

及んでゐ7とからでるる.

ヨたに時の範囲に就いてであるが， とれは天正 18年(1590)嘱崎慶庚が京師に上り豊臣秀吉

に謁し蝦夷島主の待遇を受けた(1の 64-65即時から文化4年(1807)松前章贋が，陸奥歯梁川へ

移封された(1の 450頁)時までの 217年間とした.

ζの時の直分に閲して，北海道寵編纂新撰北海道史では，天iE18年から，幕府が東蝦夷地

を公牧した寛政11年(1799)に至る 209.年間を前松前氏時代としてゐる (1の 67頁)のであるが，

との直分に依らなかった理由は，寛政11年に於ける幕府公牧の範圏は，婿i館地方から東蝦夷ー

帯の地に止まり，松前藩は文化4年の韓封まで依然稿山に在って，西蝦夷地一帯を領有して居

!J .嘗時としては，との地域の方が林政上，より重要と認められたからである.

林政は云ふ迄もなく一つの祉舎現象であり， それは何れも皆その時代に於ける園家祉舎の

るらゆる事情・保件の下に現はれ来るものであるととも勿論である.

従って本研究に於ても，研究の中心は無論林政に在るのではあるが，さりとて他の自然的，

駐舎的諸事情を無闘するものではなく，之等との関連を見，それとの有機的存在として之を観

察した.

本稿は前にも述べた如く，松前藩の林政の費遷推移即ちその護展を詳かにし其の傾向を見

ょうとするもので、るる. 而して一時代の林政の護展は，畢覚此間に於ける個々の制度，或は政

策の進化の綜合でるり，その由来・傾向を明らかならしめるととは，之等の個々に関係した諸

事情と，之等相互間の闘連とを明らかならしめるととあるを思はれる.

恭末尾に掲げた文献1の104頁を引用したものなるととを意味し，此場合では新撰北海道史第2容 104頁を

指す.以":f是単にずる.
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従って個k の林政に就いて之等の究明が特に重要性を有するのであって，之が露には聾多

制札や藩令等の引用が必要となるのであるが，共の多くは其の時々に於ける各種の制度や政策

を一括記載してゐるので， 共の全文を掲げるととは，之等全鵠を眺める上に於ては便利でるる

かも知れぬが，之が烏往々混簡Lと煩雑を招く虞がある.依ってその引用に賞つては，制札或は

藩令としては不完全ではるっても，共の内の必要部分のみに止めるとととした.

きたに史寛護生の年代主立び、に個々の林政事項の護展過程に於ける相互間の時間的差を明らか

たらしめる詩に年読の次に()を附して西紀年数を挿入し， 又史賞の説明に常つては，時代的

雰圏第を表現するととも必要と思はれたので，奮記の文言や古い呼稿をそのまま用ひた. 又他

藩にも見られる事項に封しては北海道の特異性を明らかならしめる篇， 時に他藩に於けるもの

との比較研究をも試みた.

松諸藩時代に於ける林業に闘する史料は極めて乏しい.とれは賞時本道の林業(木材業)は

主として他闘の業者に依って行はれ，而もそれが多くは人跡未踏の山地に於てでるったからで

もあるが，今一つの理由は火災に依って諸記録が失はれたととにも因る (1の 131頁). 本稿に引

用した文献は末尾に掲げたからととに列記するの煩は避けるが， との外向筆者が道南に赴いて

蒐集したものを用ひた.

本論文の構成は先づ昔時の林政に闘連をと持。た自然的批曾的諸事情を述べ， 三えいで之等諸

事情に基づいて現はれて来た林野の用益関係を眺め， 更に共の護展に伴なって出現した林政上

の諸事質を観察し，最後に之等を綜合して林政進化の傾向を窺うとととした.

角本研究は昭和22年度文静省科事研究費に依るものであるととを附記して置く.

2. 林政に関連せる諸事情

林業が彼の林業曾法に規定するが如く，森林の維持造成の事業及び林産物。生産，又は版

賓の事業の爾者1e意味するものとするならば， 松前藩時代に於ける林業は特に後者の意味に於

けるそれでるり.従ってその林政も後者即ち林産物の生産又は販寅闘係の維持費展を主眼とし

たととは云ふ迄もたい.

松前藩の林業は最初はヒバが共の主たる封象でるったが，後にはそれがヱゾマツに移って

行った.併し乍ら政策の重離は依然としてヒパ殊に共の維持に注がれた・ とれは此の時代に於

ける自然的祉舎経済的諸事情に因るものであることは勿論である.

申自然的事情(森林の蹴況)

先づ11民序として前提均な森休の放況から観察して行くととにする.
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i.槍山

渡島牛島の南西部には古来ヒ Jキアスナロ(ヒパ)(2の1-4頁)の良木が繁茂してゐた.往時

はとのヒパを槍又は櫓樹と稿へ，共の森林を檎山と言ったほの 180頁)・

槍山は大韓二つの園地に分かれて居り， そのーは上磯郡茂選JII流域を中心とする地帯でる

り，他のーは所謂江差の檎山と稿せられたもので， 槍山郡の内南は天の川流域から北は厚津部

川流域に亙る一部の地で，北長談に「常所に槍山七ケ山有りいづれも生立能く，私領の節は伐

出し責木有りて繁茂すと云。此故VL私領の節は役所へ詰る役人を槍山奉行と稿しJ(3の248-249頁)

とあり，との七ケ山とは後に述べる上園日名，椴川，古植，豊部内，田津，厚津部目名，洞板内

の諸山林を指したものと思はれるが，之等の山林は殊に林相が良好であったものの如くである.

江差倍山のi舎は之等山中に繁茂してゐた許りではなく， 共の一部はi海岸にまで達してゐた

ものと考へられる.

茂謹地川流域の檎に就いては後に述べるとととして，誌では嘗時特に有名でるった江差の

檎山に就いて，今少しく葺記や俸設等から共の林況を窺ふととにしよう.

之に就いて北海随筆は次の如く語ってゐる.r上の園とて十里に及ぶ犬山檎斗り也。J(4の48

頁)と， 又東遊記には f此地昔は良材多く出j良訂際より良材茂りしが今は切壷して海謹には少

L。エサシに櫓山番所の有は共比の名目の残りたる也.J(4の359頁)とある.

北海陪筆は文元4年(1739)の著述といはれ (4の9頁)，又東遊記は天明4年(1784)頃の作と

足、はれる (4の31頁)が，何れも檎山の林相の良好であったととを物語るものであり，殊に後者に

依れば天明白頃には未だヒパが海岸にも見られたととが知られるのでるる.

言えに江差在住の郷土史研究家辻誠司氏の談に依れば，現在同町宇中歌町は元九般川町と稿

したが， とれはその昔との津から漁船九般分の結の底板が採れたヒバの大材が出?とととから附、
された名稿でるると語って居り， 又拾山営林吉細川技官に依れば，江差町宇古植の海岸には童文

年前までヒバの伐根が見ちれ， 且間近の漁民は最近まで海岸の路傍からその伐根を護掘して融

料に供してゐたとのととであって， 之等は何れも奮記と符合し，前設を立設するものと稿ずべ

きである.

斯の知くヒパは此の地方に於ける主要樹種でるったのであるが， 此の外槍山にはゴヨフマ

ツ(2の48頁)，トドマツ (4の235頁)，セン・カツラ・ホホ・シコロ (5)，及びプナ・ナラ等が混生

して居り，前の7種は月j材とし，後の2種は新実材に用ひられた. 用材樹種に就いては後に述

べるとととし，薪茨樹陸に関する奮記を見るに，松前蝦夷記には「炭，松前回在郷江さし村の

内!手i軍部山入笹山と云所の内檎の木にて提携申し出能炭血斗(6)とるり，又東遊記は「薪はプナ
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といふ木をとり，鈴木を焚事友し.二三尺を廻れる木を或は割又は梢のま~I'Lて枝はみな谷に

拾て朽ると云丸縦横八尺をー駄と云。駄貨にて請員，山より伐り出すもの有。J(4の360真)と

言己してゐる.

以上に見られるが如く，江差檎山にはヒバの純林或は前記樹種のi昆靖林が穆蒼として繁茂

してゐたのであった.

ii. 蝦夷檎山

蝦夷績はー名唐槍とも云はれ(4の359頁)賞時エゾマツを斯く呼んだのであって，蝦夷檎山

は即ちエゾマツの森林をと意味し，東西蝦夷地に多かった.東遊記に「今もイシカリ川左右につら

なれる山々，蝦夷檎といへる木をと出す(中略〉又サルと云所に大なる栂山ありoJ(4の359-360頁}

とるるのは其の誰止で'i1うり， 又北海随筆にも「夷地に蝦夷松とて一種あり。槍に類す。此木は

鹿々にるり。是又他園になき材tI.り」とあり， 又「五葉の松有蝦夷松より品治とれり。雑木に

はトトロツフ，アンコと云木るり縦の類也。セン，桂，朴の木，黄柏等多し。竹はなく，矢竹ば

かり也。J(4の48-49頁)とし， 更に「キイタップより二十里手前にアツケシと云所有。大材を出

ナ。八年以前(享保16年)(1731)南部D商人辻文左衛門と云ふ者，初てアツクシの山入して，材

を出せれみな帆住に用ゆベし。J(4の54頁)と述べてゐる.又蝦夷園私記には「先年蝦夷槍伐出

しの節中蝦夷の内天狗山(石狩周塁手川上流)にて伐出すとろ地名にヤロツと云所あり共向山に

鵜敷権の大木揃有ゆへJ(7)云々の記事が見られ，との外蝦夷檎は尻別山(後志園)， i少流(日高園)，

久議里(:iJlj路園)，天盤等の外オフケシJlf(臨振園虻田郡豊浦村の内)，ペンペ川上流(同上)，オサ

ルベツ(同有珠郡伊達町の内)， i制1ft:流(石狩園千畿郡)，夕張川の上流(同夕張郡)等に於て伐採

せられたととは肢に北海道史 (8の221-222頁)に述べられてゐるととろでるって之等の地方は常

時エゾマツの原始林を以て笹はれてゐたととが知られる.

北海道に於ける断往の林況はまたアイヌ請の地名からも知るととが出来る.之れに闘し，

永田方正氏は共の著蝦夷語地名解に於て「北海道の地名はアイヌの附じたる者凡そー高今尚十

に八九を作ーす共の命名ナるや必十土地の賞If3に於てし敢て匂も虚名を附する者魚干し未の海島i脅

潮3を論歩る勿{中略)一々之に名けざざる所なし宣唯此のみならん草木鳥獣魚介鏡石昆品等に

至るまで共物あれば必歩共の地名るり故に一度地名を聞けば容易に地理を知り物産を探るを得

ペし」となしてゐる仰の 1頁).

アイヌは云ふまでもなく北海道に於ける先住民族であり，従って彼等の附した地名はその

年代とそ明らかではないが，相富古いものでその大部分は松前藩時代を語る史料と見て差支え

はないものと忠はれる. 依って之等の中から蝦夷松に閲する地名のみを穆げて常時の林況を察
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知する材料C .J Q・

ア吋ヌ語地名

シンクウシ

シンクウシナイ

シンクヌグプ

シュンクボク

シュンク=グイ

シュンクトプ

ひユンタイケサマ

オシュンクウシ

オントキグイ

オシュンクウシ

意 味 箇 所

蝦夷松多き所 後志園瀬棚郡ピリカベツ川筋

蝦夫松多き津 後志園岩内郡=ヘシナイ川筋

蝦夷松ある曲所 釧路園川上郡

蝦夷松の下 釧路園厚岸郡

蝦夷松林 根室園根室郡

二本松(二本の蝦夷松ある所) 根室園根室郡

蝦夷松の林労

蝦夷松多き所

蝦夷松の林

蝦夷松多き所

天盟圏中川郡

天盤園上川郡ナヨロ川筋

北見園枝幸郡

北見圏斜里郡

以上の外樹木蛙びに森林に因んだアイヌ語地名は全道約 500箇所を敷ヘ得るのであって，

往時北海道が如何に森林に息まれてゐたかは容易に察知し得るのでるる.

乙融曹的政治経済的事情

松前藩のj註舎は云ふ迄もなく封建制度下の私曾であった. 従って嘗時代に於ける政治経情

等に闘する史賞もその影響を菟れ得なかったのは勿論である.(10の 13頁)

只内地に於ける封建制度が，農業を基礎としたものであったのに封し，松前のそれは天然

資源、の採取殊に漁業と (1の 172頁)交易とが基礎でるった(1の 220支)酷に著しい特徴があるので

あって，是が又松前藩の封建制度が一つの擬制に過ぎなかラた (11の 9頁)と稿される所以でも

あり，とれが又松前藩の林政或は林業を特色づけた因子とも見られるのである.

ととろで此の時代に於ける戸口及び共の分市献況註びに之に封する藩の政策を見るに，藩

主民債が，安東氏から1自立して松前者三完全に支配するに至った官時は， 和人は東は範日i附近か

ら，西は熊石に至る海岸数十里の地に居住し蝦夷も亦是に混じてゐたが， とれ以外の地は悉く一

蝦夷の占操するととろであった.故に慶康はそD営時の朕況にもとづ、いて，和人地と蝦夷地と

を直劃し，和人地には従来雑居して居た者の外蝦夷の来住を許さや， 又蝦夷地には全く舟人の

往住を許さなかった. 是雨者がi見住するときは，種々の紛éjï~ を生す=る虞れがあったからであら

う.市して共の鍛夷地に接ナる草範量田及ぴ

(は1の10ω2頁). . 
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和人地は松前若しくはシャモ地(アイヌは和人をシャモと呼んだ)と稿へ，蕗山を中心とし

て以西を西在と言ひ以東を束在と呼んだ. 叉此の中にある部落は之を村と栴し唯稲山のみ童文偶

の町名を附してゐた.(1の102頁)

津軽一統志によれば，寛文9年(1669)には戸数1千2，3百， 人口 1寓4，5千となってゐる

(12)が， 元路14年(1701)9月の調査では和人の現住戸数は3千3百， 現住人員2高86人で内

放人・柚人 1，838人を除色土著者18，248人でるった.(1の]56頁)市して天明の頃'1781-1788)

に至つでも共の戸口には左程の増加は見られなかった.(1の354頁)

之等の戸口が3t!西5，60里の海岸の聞に散在してゐたのであるから，人口の稀薄さは言ふ迄

も主主く， 更に蝦夷地に至つては，その人口は2高或は4高位とも稿せられ，(1の354貰) それが

南西部を除く本道の全域に分布してゐ?とのであるから，共の密度たるや殆ど問題で、はなかった.

住民の生業は前述の如く，一部商人を除きその大部分は漁業であった. それは住民の大字

が除、強民族である蝦克でるったからでもあるが， 又北海道の沿岸が豊宮な魚、族に恵まれてゐた

ととにも因るのである.

蒋主はその家臣に知行地(之を場所と稿した)を給興したが，蒋士の給輿地に於ける樫利は

甚だしく制限せられたものであって，蝦夷地に於ては幕府から認められてゐ?と蝦夷交易穫を濁

占的に詐されたに過ぎや，手fJ人地では人民を支肥しそれから積として主として現物税を徴し得

たのみで，給地内に於ける探金は同より，鷹持及び、著しい鮭鱒の1魚、，伐木等の事業は皆藩の樺

利に麗し，藩主より特に之を許されぬ限り知行主とoも共の業を替むととが出来なかった (1の
103頁)

以上が此の時代に於ける杭舎の一般情勢でるったのである.然らば斯かる情勢下に於ける

林野の用益関係は如何様であったかを戎に見るとととする.

丙林野の用盆関係

問聞に無限の.森林を擁し，而もそとには極めて少数の人口しか居住して居らない場合，森

林の用益が如何なる閲臣、に置かれるかは誌に改めて述べる迄もなく奮記は凱に「此所山々に立

木多く，家木に用る材木自由也J(3の251頁)と述べて居り又「都て此園木多<，三湊持の首位制

町人日々に焚拾る薪寒閣故移しき事なり。債を出す事なく，山に入てほしいま.l.tc是を伐る。

誰有て植育てるものなし。絡には薪謹る事有べし。」と語ワてゐる.(4の395頁)

持常時箱針，幅111，汀e差を娘、帯して三湊と云った.

制松前では泌氏を百姓と補えた.蝦夷行記に「百姓の業間作せず唯I砕をとりて十五のーを以て運上とし蝕分

を以て衣食とすJ(13)とある.
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以上に依っても明らかな如く，首時森林の用益はさをく自由であったのであって， 云はほ公

共用の関係に置かれてゐたと看倣L得るのでちる.

斯くて此の時代の北道道には私有林のE芝生を見たかったばかりではなく， 入合樺の如きす

らも成立するに至らなかった.

併し乍ち斯の如く，木材が自由に入手し得たのは藩政中期以前のととで， それ以後に及んで

は「格には事I蓋る事有ペし」の事態にまでは至らぬにしても， 後tても述ペるが如く地方的には

木材の昧之を来?としたのであって， そとに必然的に森林の調占良[iち森林の私有が起らなければ

ならぬ筈なのであるが，それにもかかはらや，との時代には途に私有林は生じなかった.

而してその理由としては弐の如きものが考へられる.

(1) 松前藩の産業が前述の如く， 自然物の採取殊に土地に関係の薄い漁業が中心で、あり，

従って性民の大部分は土地に封する観念が稀薄であった.

(2)漁業が主であったから，主食が自給されや，且仕事が夏季F限られ叉気候其の他の
環境が営時の和人の生活に遁せや，従って住民は土着心に乏しく頗る浮動性に富んで、

ゐた.

(3) 藩が其の経情的基礎を自然物採取の上に置いてゐたから領内D突然資源に封しでは穂

ベて調占的でるった.

とのととは前記藩士の知行地に封する権利を見ても明らかでるる. 以上の如き有様で森林に封

しでも後に見られるが如く極めて早い時代から各種の統器Ijを貫施し，私有林費生の徐地を興へ

たかった.

(の松前藩では和人の常食たる米は悉く之を他園I'l:仰がざるを得たかったので， 多数和人

の永住するのを欲しなかった. 又土地に最も深い関心を持つ農民の来性が少なかっ

た.

以上が森林所有即ち私有林の費生を見るに豆らなかった理由と見倣さるべきものである.

然らば戎に蝦夷の林野用益関係如何を見るに，藩主慶蹟が慶長9年(1604)家事から下賜さ

れた制曹に依ると「夷之{義者何方江行候共，可錆夷弐第事J(14の 80頁)とあり，叉地北京;談にも

藩主道買の言として「夷人には夷人一杭の理ありてとれを守り奮性と成ていかに教るとも導き

がたき偏僻の性通うるものなり，しかれほ今の如〈愚にして，むさめやすからんにしかざるべしJ

(15)とあるのを見ても明らかな如く， 不干渉主義を其の偉統としてゐたから~反論彼等の慣行

に委されてゐたものとe臣、はれる.

彼等は血縁で、結ばれた小部落をたにし各筒長K率いられれの17頁)叉iffi.3:鼠擢を一定範国(血族)
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のものが共有してゐたし土地K劃する観念は殆E護運しなかったとは云ふものの， それでも

先占と用益期間中の占有が認められてゐたと云はれるから，(16の 98頁) 森林に就いても同様で・

あったと考へられる. とのととは，彼等は=レ皮の織維で衣料のアツシを繰ったが，とれの採

取箇所がアツカルシ(橋の皮を取る所)の地名で， 叉タツカンナイ(梓皮を取る津L トν7・タウ

シユナイ(姥百合を掘る津ー)，チプカルウシ(舶材を伐る慮)，チセ=カルシ(家材を取る鹿)， =ナ

ウンナイ(採薪津)， クトイエカルシ(弓材を伐る鹿， 71<.松を伐りて弓材に用ふ九 オプカ JJ..，ベツ

(槍材を取る鹿)需の地名が全道の鹿々に存在するととに依って推察し得るととろでるり， 叉文

化6年の街万魯府志には「山海共に境界有。ヲトナ(酋長)是を司る。其領分に非れは草木とい

九へとも摂J)K是を伐る事あたはナJ(あの2]頁)とあるととろを見ても，森林も或程度部落の共有

関係に置かれてゐたものと稿し得ぺきである.

苦えに和人の土地に霊守する用益関係を見るに， 蝦夷草紙が「野にでも山にでもl勝手弐第K新

開問をする也Jと諾ってゐる如く (17)官に請うて下附を受け耕作するのでは・なく，随意に遁常

な地~相し，毛上た犠き掛って開墾し，無肥料耕作を行ひ，地味が痔せて牧穫を減やるに至れ

ば更に他に轄す3る所謂焼畑式農業を替み，中には海を超えて来たり勝手に耕作し，牧穫を終へ

ると蹄るものすらあった.又地味がJ存せなくとも家業の矯に手を下すととが出来ない時は荒蕪

に委された.(1の 213-214頁}

斯るf伏態であったから畑の所有権も確買では泣く，用益者に艶しでは，用益期間中の占有-

が先占によって認められてゐたに過ぎなかった.il6の 97頁)

3. 森林の種類

前記の如く松前藩時代に於ては還に林野の所有は分化するには至らなかったが，林野用訴

の護展tz:伴なって，之に基づく森林の種類が生ヒて来た.以下之に就いて述べるとととする，

1.留山

;松前藩に於てf.'l山なる言葉が用ゐられた最初は，彼の西部阿津f定不のヒパの伐採を初めて

山師tz:許可した(14の 38頁)延官6年(1668)である.即ち同年2月江一室に立てた制札中に見られ

る「帝山ノ木伐申間敷事J(I4の79頁)なるー僚が是でるる.

此の留山なる制度は濁り松前藩の林制中に見られるばかりではなく，弘前，秋田を始め盛

岡，名古屋，和歌山，高知，熊本，鹿島，延岡等@諸藩主主び、に飛騨代官支配所に於ても見られ

るととろのものでるって (18)， 留木の制度と共に我園の林制史上注目すべき制度の一つでるる

が，その起源や性質・目的等に就いては各藩必歩しも同一・ではな<， 又同ヒ藩に於ても時代や
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場所等に依って相濯があうたま口くであり，従って之等を比較研賞するととはi林政技!研賓上有意

義なととには相違ないが， それは些か本稿の目的の範圏外に属する.併し乍ら松前藩に於ける

留山の地方的特色を明らかにしようとするならば，勢ひ他藩に於けるそれとの比較が必要にな

って来る. 依って従来多少論議が見られた秋田藩の留山に封する断念を得て然る後松前藩の留

山に就いて論旨を進めるとととする.

秋岡藩の留山の意義に就いて，加藤景林は之を臨時の備山とし (19の 32頁)月居照氏は「御

留山とは共性質柏々御札山に同じ(略)強ひて札山と留山の差建を究めば，札山は伐木防止的行

震に出で，留山は伐木停止的行1.i¥&たりと云ほんのみJ(19の 32頁)となし，服部希信氏も「キL山と

留山の相違は，前者は森林警察的行誌を意味し，後者は狭義の皆林監督的行錯を意味する鮎で

重うろうJ(20の 171頁)として之と同様の見解を示し，更に「前者は後者の一公示式でもあると忠

ふJ(20の 171頁)と述べ，又「札山と同様に林野の所属を聞は歩，主として不時の木材需要就中

〔御用木〕の必要を充足せんが震に，即ちいはど一種の備山とじて，時には寧に森林の保護の目

的を以て一定地域を限り，主として青木に官む地域を或る期間林木とその他毛上の採取を禁止

又は停止した.とれを〔御留山〕といふ.しかし時には〔御立山〕とも稿したJ(16の 170頁)とし

てゐる‘

ヨたに白川太郎氏は「官山中に於て施業上の名目により輪伐すべきものを留山J(18の 38頁)と

稿してゐる. 叉岩崎直人民は，月居氏の前記の説に封し「とれ所謂御留山と皐純なる留山とを

混同せるものの如く，御留山とは明山に封して，伐木を停止せる地域をi凡稿し共甚だしく意義

の異たるものるり， (略) されば余は平山の普通の用材林なるに劃し御留山を以て重要なる用材

林にして，帯用以外の伐採を巌禁したる森林と解するものなり，蓋し御留木と稿し，御留山と

稿するも，唯人民の伐採を制止する意味にして，藩用の伐採を停止するととなく却て藩用に供

する震に選定せるものにして，針葉樹多きが故に御留山に編入したりと云う記録は多敢に存し

藩用の需には常に伐採利用、をなし，殊に後世は御直山なる名指も生じたるが， 元来御留山手山

は地籍上の名稿にして (19の 32-33頁)云々とたし御曹山を以て藩用の伐採までも停止したもので

はないととを主張すると共に，更に御.留山にも新醤雨義があり，官時の御留山は御立山と略同

意義tc用いられ，保護育成中の森林を指稿したととを民めかしている.~19 の 38 頁)

以上の諸説を集約するに，岩崎氏を除く諸氏は概ね秋田藩の留山を以て，藩の用材備林の

如きものにして或期間その伐採を停止した森林であるとなすのに反し岩崎氏は之を以て唯人

民の伐採を制止するに止まり，藩用の伐採まで停止するものではないとして，その備林的性格を

否定し，且之を以て皐に藩用以外の伐採を巌禁した主要なる用材林であるとしてゐるのでるる.
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忠、ふに，秋田藩の留山に説いて，叙上の如〈設が分かれるのは， 畢克との藩では留山の設

定に封しては格別の基準が設けられてゐた鐸ではなく， 首局者が，その時と場合とにより，木

材需給上の考慮tc!¥!!¥じて，誼宜留山に編入したととに因るものと，官、はれるのでるって，現に上

の諸説に見られる以外に，例へば濫伐防止の矯，村々の薪茨入食山を御留山としたととや(21の

5凶頁)或は又杉雑木立の山を御留山とする場合開木のみは伐採を許した事例 (21の395-398頁)或

は前記と同様の森林を，杉雑木共に御留山にした例仰の 396頁) 更には初め藩の薪茨備林の目

的で御留山とした森林を，後に至り木山方で，青木育成の矯に人民に雑木の伐採を許可じた結

果，青木のみが繁茂し賞初の目的を達し得なかった(21の615頁)等の例も見受けられるのであっ

て，之等は何れもその局に営った藩吏の判断に基づいて，留山の編入が決定されたものでるる

ととを物語るものと揺し得べきでるり，従って秋田藩に於ける留山を強ひて定義づけるならば

「留山とは繕が木材需給上の考慮に基づいて，人民に封して， その利用を制限又は禁止した森

北本である」と友す外はあるまいと忠はれる.

向留山 tc就いては川瀬!善太郎，品田錦j~雨博士等の設も見られるが (22 ・ 23) それは秩国藩

の留山に限られたものではないから，誌では省くとととする.

以上秋田藩の留山に就いて述べたが， 然らば松前藩に於ける留山は如何なるものでるった

かを見るに，之も簡単に定義するととは困難で、ある.

;}Jp ~松前藩で最初に留山なる文字を用ゐたのは前記の如く延賓 6 年でるるが， とれは「留

山ノ木伐間敷事。Jなる文言に依っても明らかな如く，留山の場所に就いては何等鯛れではゐな

いから 3 とれは既存の留山に封して一般の注意乞奥起した僚日としか受取られないのでるって，

との傍目が出される以前に於て或は少なくともとれと同時に留山たるものが出来てゐて， それ

に封する一般の注意を喚起したものと見るのが安営でbる.

ととろで松前藩に於ける古い法令の中で，留山に闘する禁制と見られるものに次の三つが

ある. その一つは延寅6年に江差に立てられた制札中に遣うるー箇僚で，即ち「番所江無断槍皮

ハキ申間敷候。附惣テ槍11、木一切伐申問敷事Jがそれである.併し乍ら之も共の匡域や箇所に

就いては何等明示するととろがないから，、一種の注意的規定で，一般藤林に封ずる藩の方針を

示したものに過ぎない様に忠はれるのである.

然るに三えに掲げるこっの祭制は，留山なる文字とそ用ゐてはゐ友いが， 明らかにその箇所

が判断し得られ，旦森林の利用を禁止してゐるのでるるから，留山を以て人民の利用を制止し

た森休でるると解する限り，留山と稿しでも差し支へないもの友のでるる.故に設にその禁制

の全文を記して，松前藩に於ける留山考察上の参考とする.即ち共のーは
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定

一茂謹地村山中=於テ，槍大小エヨラズ伐間童生候.附槍ノ皮剥申間敷事.J

ー松雑木共，用木=成候分，無断伐申間敷事。

一檎木山近護軍f'火付申間敷事。

右之旨於相背ハ急度可申付者也。

卯三月二日 o (年枕は延寅3年と推定される) (14 rD 198頁)

でるって，他の一つは

札

一何=ヨラズ，此所=テ，山子ト致賓買間敷事。

一番JWiL無断，檎ノl主ハキ巾間敷，惣テ檎小木一切伐rll出j敷事。

一番所江無断，山子ノ舛檎伐 ~IJ間敷i民。松雄木モ用木=成候。大木ハ山子毛

伐申間敷事。

右之旨於相背ハ急:度可申付者也。

延賓六歳二月 厚佐部蝦夷村=立)¥.--札。

である. 而して前の「留山ノ:本伐申間敷事」とは之等に劃するものでるるとと吟，之等年代の

前後関係からも推測し得るととろである.

ととろで落政嘗時に於ける禁制或は制札と稽せられるものの性質を見るに， それは営時一

般民衆に向って，法令を周知せしめる目的を以てたされた一種の掲示で，之に牧める禁令の性

/ 
質は，時と場所とに依り，共の辰も費生し易いものを、選んで、之を牧録し，看る者をして趨避す

るととろを知らしめんとしたものに過ぎない (24の 96頁)のでるるから，之等に依って規律せら

れるものはあくまでも一般民家でるって，とれが藩自身にまで及ぶものでないのは勿論で，換

言すれば，前記制札・禁制等に依って， 留山に於ては，一般民衆が如何itる事項が禁ぜられた

かは之を知り得られるにしても，是を以て直ちに，蒋自身も留山tz:.封しては民衆と同様の態度

でるったと解するのは些か早計と云ふべきでるって，制札の禁止事項と，落自身が留山に封し

て取った行動とは，自ら問題は別であると見なければならないのでるる.故に留山の意義や目

的を1Eしく理併するが掃には，単に制札等に現はれた文言の解特!のみを以でしたのでは，未だ

不充分なのであって，更に進んで藩が留山に封して行った施業なり，保護なりを明らかにしな

い限り，その目的を註するととは困難であると云ふべきである.

松前謀の留山に封ずる施業に就いて享保2年 (1717)の松前蝦夷記は失の如く述べてゐる.

先づ!享津部山林に就いては「松前西在郷江さし付の内淳津部山入笹山と云所より檎松(角、材
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木・寸法・板木・丸太・持木・帆柱)等の類伐出し申候， 先年は他園より山師来たり山を見金

子にて仕切伐申候尤近年迄出ザI'l大坂唐かね屋と申者詰伐仕候へEも段々山伐からし申候故唐か

ね屋も山を仕廻市候，唯今は先年の伐かぶ又は細木並伐捜し少々宛所の山師請伐い?とし申白山

により請伐金子の高下有候oJ(6) 共に茂謹地村山林に就いて同書は「東在錦茂謹地村山・槍角

材木・棒木等の類伐出し申候先年は多く材木出申候故厚{左部之通他圏より山師来請伐仕候へ共

近年山伐からし材木慢計出申候故只今は志摩守用木計伐せ申候曲。」

以上から推測するに営初は雨留山共ヒパの美林で'i1うった. 又運輸;交通関係を見るに，茂謹

地には康iE2年(1456)既に豪族の館がるった程であるから (1の 47・48支)首時は相営の村落を形

成してゐたに相濯なく一一蝦夷拾遺(25)に依れば天明6年(1786)頃D同地の戸数は 60徐，人口

300儲とある一一又茂護地川の水運は必やや木材の流誌に多大の便益をもたらしたものと，思は

れるのである.

又厚{左部山林の交通も，厚津部川の7k.手Utz:息まれてゐたととは〔ゑみし乃さへ起〕に「ア

シサプの川へたに出れば槍の皮を網によ D岸より岸にひきわたしにきゃうといふかつらをわく

ねてっかりのま日くつらね沿もきといふものをつけてったぎならべうきなる放のうへを馬も人も

/ 
志と志とふみ渡るとそ水上より柚木くだせるをととにと占うて停にくみ海をわたして江差のみた

とに至ると云ふアシサプの揮目とて河上院村々いと多く J(26)と述べてゐるととろに依って明ら

かで、るる.

以上を綜合するに，嘗時に於ける松前藩の留山は失の如きものであったと云ふととが出来

る.即ち

(1)松前藩は林相良好にして交通至便なヒパ林を留山ととし 但j留山に於ては一般民衆の

ヒパの伐採泣ぴに剥皮を禁じ (3)又松(ゴヨブマツ)共の他雑木用材の無断伐採をも禁止し

(4)厚津部の留山に於ては山子(却11交を杭めて伐木の兎許を得た柑jを意味する)に限りヒバの伐

採を許したが彼等と難も松雑木等の犬木の伐採は許さ友かった. (5)藩は留山の伐木を行った

が，それは藩自らが予を下すが如きととはせや，主として他園の山師から一定の運上金を徴し

て之に伐採せしめ，その材は盛に闘西地方へ移出せしめた.而して彼等の伐採に就いては後に

も述べる如く監督を行って森林の保持に努占うたが， 共の故果は飴りなかった如くで留山のヒパ

林は弐第に減少して行った. (6)従うて此の時に於ける留山は，備林を意味し友かったのは勿

論，藩の需要(狭義の)充足を目的としたものでもなく，尤も茂謹地山の場合では後に藩の用材

のみを伐採した様ではあったが，之も林木の訣乏に伴走主ふ止むを得ざるに出た措置で， 最初は

i段益が第一義的であったのは云ふ迄もない. 従って又領内に於ける木材需給上の考慮から出た
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ものでは無論なく， その目的は結局藩の財源を保持する矯に利用慣値の高い森林の濁占に在っ

たと見る外はたいのである.

延費時代に於ける留山は前速の如く，一般民の利用は厳禁したが9藩は財源を得る震に他

園の山師をして盛んに伐採を行はしめたので， 享保の初めには王子くも「段々山伐からし申候故

唐かね屋も山を仕廻申し，唯今は先年の伐かぶ又は細木並伐建し少々宛所の山師請伐いたし申」

す有様となった.伊)

併し乍ら櫓山の衰乏は決して阜なる山師の伐採のみに依つでもたらされたものではなく，

共の聞に護生した各種の被害も見逃し得ない原因と見られるpであって，之等諸因に基づく森

林の減耗はやがて留山の性質をも襲化せしめやには措かたかったので、あるが，之に就いて述べ

る前に，ー臨此の間に起った森林被害を設〈必要がるらう.

藩政時代に護生した森林被害の中で記録されてゐるものは， 山火と盗伐のニワに就いての

みであるが，それも信頼するに足る史料に極めて乏しいのである.

先づ山火事に闘する記録者と見るに，踊山秘府歴年部元掠8年 (1695;の僚に「松前蹟時日記

日，夏四月，西部江差槍樹山護火，至子止々河，上園，文奈，阿津佐不諸山。J(14の47頁)とあり，

又賓暦11年 (1760)の御巡見御用日記にも 「るっさぶ槍山元職八年四月査夜十二日山火事，過

分槍木焼失仕候故，唯今橋，ししろ板，帆柱及E出不申，近年は檎梯底，椴，朴，栓雑木打交

出申候。別て近年末山に罷成候に付，相止め中候。J(27)と述べて居り，何れも元誌8年4月江差

槍山に犬山火のあったととを述べてゐる.然るに北海道随筆には「上ノ閣とて十里に及ぶ大山

槍斗b也。二十年以前此木友ゃれにて火を出し，七日七夜撞ける故山字分は鵠輩したり其後は

留山に相成，今に伐出す槍は締、て少きものなる由。蝦夷地へかけてもまれなり。」とあり (4の 48

頁)との書の著述は元文4年¥1739)でるるから，その年から敢えて20年以前とすれば， との山

火のあったのは享保4年(1719)と云ふととになり，若しとの何れもが事買であるとすれば，江

差の檎山は元誌と享保との2同に亙って大山火に見舞はれたととに友るのでるるが， とれにつ

いては少から歩疑問の存するととろであるから，更に之が検討を試みるとととする.

先づ元誌の山火に就いて考えるに，之を設する史料の内福山秘府は，安永5年(1776)11月

藩主道買の命を享けて，時の家老松前康長が編纂に従事し，安永9年12月に脱稿した松前史料

の大集成で， 3代に亙る家老の日記数十巻と共他の諸書を参考として完成した苦心の作で，松

前藩を語る史料でとれ以上のものがないとまで稽せられてゐるものであり，(14の 1頁)而もとの

山火に閲する記録は嘗時の家老でるった松前康時の日記に依ったものであるから， との山火に

ついては最も有力な史料と稿し得べきでるる. 又他の史料である賀瞳の御巡見笹11用日記は，松
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l前藩の領内巡聞の矯，幕府から減遣された榊原右兵衛等一行3名が，震暦11年(1761)6月8日

松前に到着以来同月 28日時帆するまでの聞に族ける記録で，前記山火の記事はその護生営時か

らはかなりの年月を経過してゐるが， 彼等の任務から考えて，相官根擦のある記事と見て差支

えは友いのである. 而もとのこつの有力な史料が何れも元藤8年4月に江主地方のヒパ林に犬

山火が護生したことを述べてゐるので遅うるから，とC年月に江主;槍仰に大山火が費生し， 12霊

夜に克って延焼し， その被害はトド川，上園，メナ，厚揮台!等の諸山に及んだととは確貫と見

て差支えはないのである.

今一つの山火を語る史料北海随筆は，元文4年(1739)板倉源弐郎の著と稿せられるが(4の 9

頁)彼はもともと金庫の座人でるったが，夙に蝦夷地の金山に着眼し， 元文元年12月幕府より

松前金山の採掘を仰付けられ，翌2年から 3年に亙って本道の各地を踏査したが，北海随筆は

云はばその時の見開銀とも見らるべきものでるり，従って其の中には本道の営時を語る史料と

して有力iil亮ずべきもののあるのは勿論， 彼の策論とも見るべき開拓意見は今日でも傾聴に値T

る主張がるるのでるる.(4の 8487頁) 併し乍ら前記山火の記事に闘する限り，所謂巷閣の設を

採用したものでるるととは，その文言から推測し得られるととろであり， たとえ山火は事賞で

るったにせよ，共の年代に至つては踊る明確を欠き， その「二十年以前Jと云っても，何時を

基としての事であるかも明らかで、はないのであって，前に享保4年としたのも， との書の著作

年代から推定して斯くしたまでのととで， 之を享保4年にするとと自韓既に疑問の存するとと

ろなのでるって，仮りに叉との推定jtC誤りがないとナるも， 享保4年の山火設は今のととろ北

海随筆以外の他の史料には昆られぬととろで，とれは不審として置くより外はないのでるる.

向河野常吉氏は「山火は元椋八年非常の損害を話したるととは既に前に記せれ共後享保

五年大火るりしと云ふも詳かならや。J(28の 57頁)として山火の年代には1年の相違がるるが，

矢張詳かではたいとしてゐる.

思ふに北海随筆の山火の記事はその規模や箇所が類似してゐる融から見て， 元様。山火t=

記したものではないかと思はれるのでるって，現に稲山秘府の編者松前庚長も北海随筆を所離

してゐたが， (4の 16貰)それの山火の俸の下には下札を以て「元結八年乙夏愛西在郷槍山多〈焼

失したり」と註を附してゐ為 (4の48頁)ととろそ見ると慶長も之をと元誌の山火を記したものと考

えてゐたのではないかと思はれる.

;松前藩時代に於ける著しい山火は前記の如くではあるが，然らば盗伐に依る被害如何を見

るに，福山秘府元文5年(1740)の僚には「三月三日，西部槍山奉行，藤倉友右衛門訴日諸山有

山賊，伐木凡九千九百八十岡本J(14の 69頁)とある.槍山に於ける盗伐に閥する記録はとれ以外
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には見られないが，とれたEはそのx:たるもので昔時の林相から推してその被害は恐らく教

高石に建したものと，思はれるが，その鹿置に就いては明らかで、は泣い.

斯くて相共ぐ濫伐，山火，盗伐等に依る森林の減耗は， 自然留山の性格にも費化を来さざ

るを得ざるに至ったととは既に述べた如くである.

然らほ，それが如何に費化したかを奮記に就いて見るに，北海陀筆は槍山の山火に就いて

地べた後「共後は留山に相成今に伐出す槍は惣て少きものなる由J(4 ID 48頁)として暗に留山の

伐採中止になったととを語り，又御巡見御用日記も「唯今柑，ししろ板，帆桂たE出不申，近

年は槍掛底，横，朴，雑木打交問中候。別て近年末山に罷成候に付，相止め申候Jと述べて，

との時に至つては，藩もその伐採を中止してゐたととを暗示してゐる.斯の如く，以前の留山

ーは藩が森林を滴占せんが誌であったのに反し， との時に及ゐでは，泰林殊に槍の育成を目的と

する様に費ったととが窺はれるのであって. そとに従来の所謂森林警察的友性格から管林監管

的な性格えの韓換が見られるのである.

以上の如き留山の性質の推移に伴ってとれに闘する禁制も戎第に強化せられ， 又留山の裁

も増加せられた.三えに之等禁制を見乍らその推移の跡を窺うとととする.

定

一.此鹿檎雑木共留に候間，槍立之近謹にて薪等伐申間敷候，尤小柴背員ひ取，

茶摘等に参候とも，火道具持参致候儀堅停止に候.別て小檎葉桂雑木之内

七木之類へたとへ小木たりとも伐取申間敷事b

一ー稼方之者，潰謹於野畑無操佼火いたし候とも，能々滑留，位往還之者問草

之火入念泊留相通り可申事。

右ヰ赴村中は勿論，往来之諸人竪相心得可申もの也.

申五月 木山奉行(28の回頁)

(右之通制札ケ所之御留山津口江相立候)

斯〈て賓暦8年(1758)には豊部内檎山が同11年には上岡目名が，明和2年(176司には戸渡

JII.古植の雨檎山が，同4年には閏揮の檎山が，同7年には厚湾都檎山が， それぞれ留山とな

ワた.(28の 50頁)

斯の如く留山の教を逐次増加する一方，共の保護は次第に最重とたり，各留山の津口には

次の如き制札が立てられた.即ち例を顎部内槍山に見れば

梼七木之類とはヒベゴヨウマツ，トドマツ，セシ，カツラ，ホホ，シコロの七種を云う.(28の担頁)

? 



定一

一.型都内槍山費暦八戊寅年より，御留被仰付候。高一山賊之輩有之に於ては，

可~曲事候。附， m流薪伐m候儀御停止に候。

-.野火付候事是又御禁制に候。近謹山々往来之もの可相慎候。

明和九三巴辰年四月 (28の50頁)

叉山火の強防に闘しては特κ意を用ひ，各御留山入口には次の如き制本Lを設』すた.

畳

一.山かせぎ誼諸往来之者共，奥山は勿論，野揮潰謹にかぎらす"無擦焚火雄

たば粉D火，入念消しとめ可申事。

右ー僚之趣村中始往来舵手之もの共迄，ともとも集を付，若いたづらに火

を附候者，見かけ聞倖候はど，其者の名前居所相等江差番所江可申達事.

寛政戊二年二月 奉行 (28の回頁)

(45) 

落は現地に前記の制札を設けて民衆の注意を喚起する一方巡闘を厳重にして，之が取締に

遺憾なきを期した.

即ち槍山泰行に撃すしでは共の如き訓令を護し， 叉山守に野Lても夫身命令するととろがあ

った.

即ち出方御俸目中関係の部分を按草して掲げると，槍山奉行に封じでは

ー.上之園日名，戸渡川，古橿，豊都内，厚津部目名，はいたない七ケ所の槽

山，先年より"柚入相留候。毎日無幌怠可相廻事.

年続月日 御墨印{舗の50頁)

叉四人の山守に訴する横山奉行の訓令は戎の如くでるった.

一.御留山相守候儀は，御定法に候得共，猶更今度調改被仰出候に付，捕以毎

日無油断相守可申事。

ー.不限公私何方江参候共，非儀相働申間敷事。

ー.不可致大酒事。

ー.御上江訴訟ケ間敷相談に相加申間敷事。

右之保々堅可相心得もの也

明和九壬辰年 山守四人江(舗の切実)

以上の如く留山の保護管理は頗る厳重を極め， 叉一時的ではあったにせよ藩の柚入も禁止

された. 併し乍ら絶割に産物の採取を禁巴た課ではなかったのであって， 申五月。禁令にも
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「尤小柴背ゐひ取，茶摘等に参候とも，火道具持参候儀竪停止に候。Jとある如く，火祭を所持

さえしなければ小柴や山菜を背員って来る程度のととは賦認されてゐ?とととが知られるのであ

って，細民に封する配慮の跡が窺はれ， 之を彼の高知藩が「御留山ノ内=テ一分之了簡ヲ以テ

可差琵儀ミ、枯枝拾ヒ木ノ葉カキ牛馬繋放入等ノ儀是等町可差許可共外錦類ヲ以テ相背候ハ、多

少=不拘吃度詮議ヲ遂JL-筈J(18~の 152頁)として，牛馬の放牧は回より落枝落枝等の採取までも

叱責したのに比しか在り緩やかな態度を以て臨んだのであって，此の南北南藩の留山附ける

態度とそ興味深いものY感ぜられるのである.

前述の如<.松前藩は留山K封して柚入の禁止を行ったが，それも永績はせポ， 寛政・文

化年聞には再び伐採が行はれてゐたととは，和田郡司の槍山加番中日記に依って窺はれるとと

ろであって，右に撮れほ，槍山は，江主山師が難慌の故を以て，寛政4，5(1791，1794)の雨年休

業した外は概ね伐採が行はれてゐた如くでるり，又文化3年(1807)厚揮部目名及び、上園雨土場

に於ける出材検査数量は檎 3581石76347，椴 248石73611であった旨の記載に徴しでも之を

I知り得るDでるみ

ii. 陪山・運上山

留山の意義誼ぴに之が目的は時代に依り多少共の趣を異にしたが， 一般民の自由左利用が

禁ぜられてゐたととには饗りほなかった.

然るに設に述べんとする陪山及び運上山は， 山師が現に伐採を行ひつつある森林に附され

た名稿でるって，即ち階山山師が伐採するととろの森林は陪山でるるのに封し， 運上山は運上

山山師の伐採に係る森林に霊まする呼稿である.故に之等雨山の直別を明らかならし占うるととは，

即ち之等2種の山師の匡別を明らかならしめるととに外ならぬのである.

然らば先づ陪山山師とは如何なるものか告と見るに，文政4年(1s21)松前氏は再び奮領に復

蹄し幕府から版固を引植がれたが，共の営時槍山に関する引櫨書の中に「ー.陪山山師之儀は，

営所百姓の内にて山師採の者三軒，古来より被仰付罷在， 柚入之儀は御留山七ケ山外厚津部上

園南山津々に有之候檎雑木共勝手弐第伐出，尤年限之定運上金等も無之， 山入柚一人に付山砂

金三匁三分，年々伐候檎，雑木共千石日に付金姶雨相納，外に材木賀立之口銭二分上納之事。」

中略「ー.江差陪山山師出材木積入候舶は，積入之以前に相眉，間情之上木見積入，役金之儀

は，積石百石に付山砂金四匁五分宛，共外定式之役銭持取立之上，御役所より出帆切手相渡，夫

より沖ロ積入之書上舶宿より差出，改方は定式之通改之出帆申渡{民事。J(28の 56J{)

以上に依って明らか如く，陪山山師は江差在住者の中から木材業を営む者三名を謹んで、古

様「定式の役銭」とは艇手冥加，常燈銭， ~月j銭等の諸役を云う.
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くから命じ来ったもので「陪」左る文字の意味からも藩とは静属的な闘係にあったものと思は.

れ，其の伐木に就いては極めて大友る恩典が輿えられて居t，例えば伐木に霊ましては極めて少

額の冥加金(運上山山師v3分の1以下jで済み，市も年限等の定めも友(，殊tt:共の入山匡域

に至つ℃は，御留山{;箇所は勿論厚津部村から上ノ園村に至る山々揮々とるるから， 首時の江

差槍山の全部に亙り，樹種や材積等も何等制限されるととなく， 自由た伐採が出来たのであっ

て，その特典?とるや蓋し莫大なものと云ふべきであった併し乍ら其の義務として 2分の貫

上口銭を上納せねばならや叉材を移出する場合にも前以て許可をと受けるを要し，且 100石に付

砂金4匁5分の割で役越を納めねばならなかったし， 後に述べるが如き債格の統制も行はれ，

且勝手に休業するが如きととも許され歩，都合で休業する場合には藩の許可を受けねばなら友

かった.(28 o 52頁)又接は前記の如き特典を輿へてはゐたものの，決して山師等の友すがままに

放任してゐた諜ではなかったりでるって， 特に徴税の面に意を用ひ柏童文の監督や出材の検査等

は極主うて巌格に之を行って，苛も脆説等の起る飴地をなからしめた.即ち前記引櫨書に依ると

「陪山山師柚入之儀は，年々十一月山入柚教揮付等取調，御役所江書上候得ば，一人別に鑑札相

渡，右柚入之津々江人別改矯し槍山御康問役手代嗣人出投仕，古来相改候慮御料之節右御改無

之{民事，Jとあり，叉材の検査に就いては， r厚津部，上ノ園土場に於て山師共年々四月頃より

木留取補理，伐出之材木i阜々川流，土場着候得ば， 御役所に申立，右留木有之内御牧物之者一

人出役仕居，右材木筏に組立，江差に相廻し{民.前日勤番の者江相届候得ば，見分致し語放相

渡，営所々廻着之上，右主主紙を以，御役所江摘届i見分之上前潰江魚排立， 夫より極印入之相

改候事。J(28の 56頁)と友ってゐる.

以上は国より幕領となってからの方法ではあるが，幕府も松前藩の仕来りを踏襲したもD

と思はれるから，之を以て同藩のやり方と見ても差支えはない筈でるる.

然らば運上山山師とは如何なるもので、あったかをと見るに， 彼等は主として他圏から渡道し

た木材師iで，一定の年限をと定占うて運上金を上納し，森林伐採を許可せられた者で， 其の目的と

するととろは木材の移出に在ったのでるるから，木材移出現たる間尺役も諌め運上金に含めて

納入する方訟を取り，移出の際に於ける煩墳な検査を省くととにしてゐた.而して之等D事は

「運上山山師材木蹟入候舶ほ，運上山願之節間尺役金は運上金江入込山師より繭に付，間尺役

金は取立不申候。Jとるるに依って明らかで'(iうる.斯くて運上山山師は最初白聞は槍の伐採移出

を行ってゐ?とが，槍山の衰亡と共に奥地の蝦夷槍山の開護に手を染め，之を蝦夷槍と稿して，

江戸・大阪に廻送し大いに共の聾債を高めた一方此の事業に依って耳高の富をなした. とれに

就いて北海随筆は「江戸飛騨屋久兵衛と云材木商人蝦夷地一面材木山を請合て，江戸，大阪へ
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廻し檎の代りとなぜか江戸にて献上台，障子，曲ケ物等に用る所木固とまやかにして，筋

通T.檎よりは美禄りoJ(4の48頁)となし，又東遊記は「今もイシカリ川の左右につら左れる山

々，蝦夷槍といへる木を出す。此木多く江戸に出づ。飛騨闘十郡と云所に久兵衛と云もの，七

十年程前江戸町入と乗組て，此木を伐H1しE高の宮を得たり。今も子孫南部娃此地に別荘予言て，

家業柴ゆと云。」併の359-3ω頁)と述べている.

探らほ運山hu師に封する伐木許可保件は如何なるものであったと云ふに， 有珠山伐出願書

ぬよ〈其の賞献を惇えてゐる様に思はれる故之を引用する.

願上候御山之事

御領内夷地臼御山之内，ゐふけし川l，ぺんペ川，沿さるべつ川右三ケ所之御‘

山蝦夷槍其外何にても有合に来亥年三月より未の三月中迄中年八ヶ年之内柚

取勝手次第仰付被下度奉願上候，御運上金五千両此内金千怖は来亥の三月指

上，金五百儒づL年々三月中指上可申候，巳の年より午の年迄は一ヶ年に今

吹金五百儒づ L年々三月中に上納可仕候志諸材木年符の内積建り候はど段々

に積取候様に被仰被下度奉顕候御事。

来亥の三月より未の三月まで， 中年八ヶ年之内一ヶ年に柚五拾人改人六人，

手代挫に米は℃ぴ共に拾五人，鍛冶三人，此外人数入用之儀叉は材木山出之

節加勢日用入申儀御座候はど其節可奉頑候，若年敷之内出材木にて合舶仕大

ヱ木焼召連参り候はど御断可申上候御事。

夷地御作法之儀，被仰付次第念度相守可申御事。

御番所御見分之上，何方にても被仰付弐第山方より相立，則柚人敏雄材木積

舶共外諸色山方入用之者積登参り候廻船共に御改可申請{民，え番所御奉行様，

蛇下役五人三人にても，上下共に御賄，誼御太儀分共に山方より可仕候御事。

御運上金之外，諸役御琵奉願候御事。

右之通奉繭上院，被鴛仰付候様tz:，宜敷御沙汰奉!印候以上

事保戊戊年間十月二十九日

津軽三馬屋

江戸鍛砲酬明石町

松前宿

御山奉行北川岡左衛門様

願人山田庄子園

金本 飛騨屋久兵衛|尋|

岡部擢兵衛|垂l

之に劃して， r表書之通年符運上金共無相違相済申候，閃て詮文相返し申候。以上。未九月
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十九日檎山奉行間口彦兵衛|曾|仰の 1819頁)の裏書が見られるから願出活の保件で臼山の伐採

が許可されたものと思はれる.向蝦夷槍山の伐採量について a言するに，共の伐採は元織の終

りから寛政の初めに至る約100年間概ね毎年行はれた如くで 1箇年の出材が大陸1高石乃至

1高5千石程度であった・ (1の183--1'4支) 而して昔時に於ける浩搬方法から見て出材歩止は現，

在の3分の1程度と考えられるから， 立木に見積って凡そ年々 4-6高石位の伐採が臼山外主主

簡に於て行はれたものと思はれる.

上記より考察するに，運上山山仰は陪山山 ~rlj l'l:比し遥かに大資本を擁 L，伐採量も多量で

その運上金も藩i投入の主要部を占め，之が林業共の他に及ぽした影響の砂なからざるも匂があ

った事は云ふ迄もない.

之を要するに措山・運上山の区別費生に就いては格別友理由があった諜ではなく，只之を

伐採する山師に従って附された名稿に過ぎないと云ひ得べきであるが， 山師に斯かる種別D生

じたのは， 前者は封建制度下に於ける身分階級や慣習倖統等の重視に因るものと思はれるが，

而も前者のみに依ったのでは，領内に於ける木材の需要は充足し持たにしても， 共の豊富な森

林資源を藩C財源たらしむるには不充分で・あり，加ふるに藩財政の窮乏等もるりそとに内地

資本の蝦夷地森林えの進出の機舎もるった課で， とれが運上山山師の形で具腫化されたものと

思はれる. 尤もそれには内地に於ける木材需要。勃興や，泊費地附近森林の減少，航路舶舶の

護建等との関連を無親し得ないのは勿論である.

向陪山なる名稿の生じた年代に就いては明らかではないが，明和9年(1772)の棺山奉行宛

の文書中には陪山なる文字が見られるのに徴し，との頃には既に之が存在してゐたものの如く，

運上山に至つては共の源は更に古〈恐らく槍山の開放と同時に護生したものと思はれる.

iii. 鳥屋林(とやばやし)

松前藩には，今日の意味に於ける保安林は存在しなかった.之は首時に於ける本道の特殊

事情の然らしめたものと思はれる.併し乍ら保安的関係以外の別注目的を以て保護せらせられ

た所調保護林の範固に入れらるべき森林は存在してゐた. 誌にjA;べんとする烏屋休は却ち之で

ある.

鷹を使用して豹獄を行うととは上古に始まり，中古に至って盛となり， 戦闘時代に及んで、

幾分衰えを見せたが，織田・豊臣二氏の時代より再び復興し，近世徳川氏の時代に至って益々

盛となT.鷹狩を行う篇に鷹場林たるものさえ生歩るに至った.(30の833頁)

鳥屋とはとの鷹を捕獲する場所を指すのであって，一名鳥屋場，鷹場，鷹打場とも稽し.(1 

の121頁)或は島屋林(弘前・米津)， r持場(山台)， t時(幅河)等0名稽もあった.(30の843頁)



〈駒〉

' 本道は鷹の産地で，桃山時代以来の献上品であった，秀吉の時に巣鷹及び、責鷹を献上し，

秀吉より一般の者が鷹を蝦夷と直取引するととを禁やる旨の朱印を受け， 徳川氏に至つでも寅

鷹を献やるを例とし，之に享保以後には隼が加えられた.貞享4年(1f87)持軍綱吉が殺生を禁

やるや，鷹D献上も止ったが，事保1年 (1716)に至って将軍吉宗の命に依り，復び、之を上る事

とたった.以来毎歳黄鷹丸隻を献上し，同 19年からは更に隼二隻が加えられた.献上鷹は公遁

を以て之を還り，放中は摂る鄭重;Jj:待遇を受ける事は秀吉以来の慣例でるった (1fD 121-122頁)

鷹は又松前藩の一大財源でもるった・ 津軽一統志寛:ぇ9年の保K擦れば，藩主が鷹の版責

に依って得た所は 1ヶ年1，2予雨でるったと云ふ(1の 122頁)し， 又幕府に鷹を上って思借米

を償ったととも度々であ t，A徳元年(1717)頃鷹の債格は雌1隻16爾， 掲鷹1隻δ雨であっ

た(1の122頁)と云はれ，将軍吉宗が狩識を提闘するに及んで、， 藩の鷹の牧入は1箇年2，3千耐

に撞した.(1の 12孟頁)

松前藩に於ける鷹の重要性は前記の如くで、るったから， 鳥屋林の童生も頗る多きに上り，之

等に劃する保護も極めて手厚いものがるったから， 従って之が後世の森林の上にも定めし好影

響をもたらしたものと思はれる.依って下に之等の箇.所を松前蝦夷記から抜草して掲げるとと

とする.

「松前東西郷にて鷹打中場所」

東在郷

しからみ崎吉岡時れいひけ山吉岡津山宮の歌山高内山 しらふ山繭

島山湯本山崎荻さり知り内津山脇本喜古内山 かうれい山 しゃっか

り山泉揮かまや山ひとま山ゐひら山三つ石山 首別山やけ内一本

木津戸切地津有川津 くんね別七重柏木立亀岡一本木柏木立かち屋村

湯白川津

西在郷

のしの下山 きょへ山手なもち津木曾山上ノ園津 とピ川津 江差かや去と

しとよへ内津沿となひ山泊り山たやま悶津今久保野あっさふ揮し

との山乙部湯本どりん津治とペ津

「右の外矢とし，大野，汐泊，もない，けんにち，ゑとも杯中庭にて敦ケ所有之以上三百

九十ケ所員会有之よし，共家中江渡置申候怠も有之候よし。J(6) 而して之等の箇所には共の如き

制札を設けて之が保護を闘った.
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鳥屋建=ヲイテ野火付申陵敷事。

鳥屋近所=テ鱒砲訂申問敷附高皇室仕間敷事。

鳥屋建ノ;林キ P申間敷事。

右之旨相背モノ於有之ハ曲事可申付者也。，

年続月日

札

此時ノ内々=鳥屋所有之候間，高聾仕間敷事。

馬往来候節，聾ヒピキ，鳥屋ヘヒピキ不申様可心得事。

野火付申間敷候@附林キ P申間敷f民事。

右之旨於背へ曲事可申付者也。

議旋月日
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(14の鉛3頁)

(14の 203頁)

上に見られるが如く烏産林は閤土保安的主主性質とそなかったが，産業的見地から，森林D

間接効用を目的とLて設定さ'tL，保護された賭に於て，今日の魚付林の性質に類似したものが

あり，森林利用上に於ける時代的念特色を持つものとして，叉営時に於ける遺産鷹の重要性が，

此種森林を斯くも多数費生せしめた原因であったととは林政史上興味ある事柄である.

4. 森林利用の制限禁止

1. 家材採取の禁止 u. 柏の入林教制限 iii. ヒパの伐採禁止

松前藩に於ける森林用益は， 共の営初とそ人民の自由に委せられてはゐたが， 延費 6年

(1678)山師に阿津佐不山中の槍樹を伐採せしめるに及んで、(14の38頁)之と同時に留山を設け，人

民に封して一部森林の利用を禁止し，更に元蘇2年(1689;弐の如き藩令を費して，人民のたす

森林の用益に各種の統制を加えるに至った.即ち

定

「前略」

今迄家作=遣候材木役ユルシ伐候へ共，此度僚日ヲ除向後法度=申付僚， 左

様=相心得可申{民。

山師，山子之外萱人ェテモ早切霊本伐申問敷候。共所=ヲイテ色々乎立ヲ致

シ，狽=山師多成候。大方山江入柚童文極，末長山之績様致シ可然候。法外之

柚山師候ハマ念度縄下ュ致，牢舎可申付候。
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般道具，上之闇厚佐部共外棺山近謹=テ伐セ中間敷候。惣テ荷15道具=棺伐{民

儀，山子之外禁制可申付候。脇之山=テ雑木柊ヲ以，酷具箆取可申候。

槍丸太註早切ヲ伐之儀停止=市付{民。用木ニテ毛右之二色伐候儀無用，柵材

木等=檎丸太ヲ用候儀無用=候。賞杭=テモ鹿末=仕間敷候。制!取早明ハ近

謹山々=テ雑木伐セ可申{民。高間帳柑ト巾合若営年伐棺早切用之者えで度トカ

メ，向後左様=不仕候様可申付{民。

檎皮ハキ中間敷候旨，急:度中付，我等用=モ，子キ伏木之皮取セ可申候。右

之外江差=テ吟味之上，差問ヲ請可申f此以上。

巳四月

志 摩

工藤瀬兵衛ドノ

麓小兵衛ドノ

以上は元誌2年藩全が棺山の藩吏に興えた文書からの抜翠であるが，誌で注意を要するの

は「山師・山子之外受人=テモ平切霊本伐申間敷候。」なる文言の解騨に就いてであって，とれ

は必やしも，藩が一般民に封し全面的に森林の用主主を禁止したととをと意味ナるものではたく，

其の禁止はヒパの伐採のみに止まり，他の雑木は敢て之を禁やるととろではなかラたばかりか，

むしろヒパの代用として雑木の利用佐官J奨したととであって， とのととは後に「脇ノ山=テ雑

木偽セ可申候。」とか，鹿.~~取早切ハ近謹山々=テ雑木伐セ可申候」の如き文言が見られるととに

依つでも明らかでるる。

前記藩令は一見甚だ複雑で・はるるが之を要約すれば， 自家建築材無償採取の禁止と入林相!

敷の制限抗びに一般民のヒバの伐採捺止及び、之に代るに雑木利用の動奨の諸黙に蹄せしめ得る

のである.

然らば藩は何故に斯かる制限禁止を行ったので、るらうか，換言すれば濯をして斯かる政策

を採るに至らしめた根本事情は如何なるもので、あったかを明かにする必要がある.

1. 先づ自家用材の無償採取を禁止するに至った事情を見るに，米の生産のない松前藩に

取っては，諸務に於けるが如く年貢米~以て共の財源とするととが出来たかったので， 天然資

源の採取に其の経済的基礎を置いたととは前にも少しく述べたととろではあるが， 今奮記に依

・0て之が貫i!kを見るに北海自主筆はさたの如く記している. 即ち「今領主へi汝納となる所も少なし

様雑木とは一般に1簡素樹を指すのであるが，時にはヒパに劉し，とれ以外の針i腐葉樹を指す場合もあワた.

ここの場合ではヒパ以外の針翻案樹を指したものと解される.

梢 タカマとは躍を支える棒を云うが高間帳とはt良知漁具毒事の人別蓋緩のま日きものと恩はれる.
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とせや共大概を開得たる所は凡そ

古金千武百雨程 シリペツ山伐木蓮上金

同 千七百雨程 餅運上

同 子武百雨程 商船運上

同 千七百雨程 蝦夷地秋味運上

一、同 参百雨程 同夏運上

百雨程 昆布運上

千四百雨程 他園役金

此外畑年貢入船商物白蓮上等蹟細の事は略芝其委き事民間の可知事にあらざれEも見聞を以土

着の者の云惇へるととろ，右の趣也。J(4の 83頁)

以上は所謂巷間の停えるととろであるから，国より正確とは稿し得ぬかも知れぬが，之に

依ると森林牧入は相営重要部分を占め，組牧入の約15%で，額に於ては第三位にあるのである.

(更にとれから約50年を鰹た)天明4年(1784)幕府勘定奉行松本伊豆守が老中に提出した書

類に操れば，松前藩の牧入は凡そヨえの如くであった.

諸山材木運上 凡金千五百爾程

諸廻舶出入荷物口銭三湊にて 同五千雨程

鮭，高1t，昆布共外t島、灘運上役金共 同或千八百雨程

長崎俵物運上 同四百雨程

蝦夷地の内他国ものえ渡候諸運上 同四百六十雨程

都合登高或百六拾雨程・

但年により，廻舶の入津敢により都合室高荒千雨取立候得ば宜敷方の由 (1の250頁)

以上の数字は信歩るに足るべきものと思はれるが， 之に依って見ても森林牧入は矢張第三

位1:，前と同ヒく締、牧入の 15%を占めてゐたととが知られるのである. 回より之等木材運上

は主として蝦夷檎即ちエゾマツ伐採に因る牧入で， 之を以て直ちに元椋初期に於けるヒバの運

上と同一硯得ぬのは勿論である. 併し乍らとの蝦夷檎の伐採は云はほ槍山の衰亡に伴ひ之に代

りて起ったものでるるから， 槍山運上の財政的重要性は決して蝦夷槍のそれに比して劣るもの♂

でなかったのでるって，延享 2 年 (1745) 飛騨屋久兵衛が，江差山師と等分~5 箇年期を以て上

園目名に於てヒパの寝木，埋木，枯木等の柚取を出願し許可された時の運上金は久兵衛の分の

みでも 2千3百雨(1箇年460雨)でるった (1の181頁)のに徴しでも， 共の盛時に於ける檎山の

運上金の如何に多額で、あったかは容易に首肯し得るととろで， 嘗時檎が藩の財源としてD重要
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性は最早疑問の飴地のたい所である.他面首時の藩財政を見るにそれは頗る窮迫献態tL在った.

「春二月六日:有江便蒙返上金菟許。是先氏蹟(第八世)在世中所拝借黄金亦賜之。」とは稲山秘府

元帳3年の保 (14の44頁)の一節であるが， 斯くの如く営時は幕府からの借用金の返済さえつか

守，之が菟除を受けるが如き有様でるった.

以上の如き諸事情。下に於て，藩が共の財源たるヒパを成るべく効果的に底分し， 多少な

りとも士宮牧を圃るの拳に出んとするは極めて自然の成行と稿し得べきで， 首時山師や*lflは夫々

税を納めてヒパの伐木が許されてゐ?とのに反L，一般民はたとえそれが自家用材であったにし

ても之を無償旦自由に伐採してゐ弘のであるから之等に封し， 藩財政の上からも又業者との均

衡上からも，嘗然何等かの措置が講ぜられて然るべき筈で，誌に家作材無償採取禁止令が現れ

る必然性が見られるのである.

ii. 次に入林柚量生の制限に就いて考察するに， 松前藩が運上金を徴して山師にヒパの伐採

を許して来たととは前躍の如くでるるが， 藩令にも「共所=ヲイテ色々手まヲ致シ狼=山師多

成候。」とある様に，此頃に至って松前のヒパ林を目差して渡航する山師の数は頓に増加した.

編山秘府に依れば元帳14年(1701)には領内に於ける和人の戸数は3予3百， 人口 20，086で，

との内放人，柚人が 1838人， 江差在住の拙は 1100人(知内山拙入 21人をと含む)とあるから柚

の大部分は江差に居ったものと思はれるが， 昔時に於ける江差の人口は詳ではないが，賓暦8

年(1758)の蝦夷松前文書に擦れば家敷6百飴軒，問屋13軒を数えた (1の163頁)とるT.とれか

ら50飴年以前の元禄初期のととであるから，その人口も 3千a:-出友かったものと，思はれ，従っ

てとれに依れば江差住民の約3分の 1が柏入と云ふ計算に1'J:T， 之を使役する山師も相官敷に

上ったととは容易に想像し得るととろである. 而も彼等の中には所謂「共所=-ヲイテ色々手立

致シ」て山師になった者や，共D他不良分Fの存在してゐたととは「法外ノ山師候ハマ急;度縄

下=致シ牢舎可申付候。」とか，或は「山廻度々申付候テ可然候。尤沙汰有之候テハ邪曲知問敷

候間，沙汰ナキ様=不意=廻シ可申候」の如き文字が見られるととに依つでも知られる.向元

椋4年(1692)の藩令にも「山廻1)，毎月入念可申付，挫手学u無之相)， 111江入間敷候事oJ(14の 195

頁)とあるを見れば無克許仙も多数ゐたととが窺はれるのである.

鍛上。如き事情の下に於て森林資源を彼等の掠奪から守る震には共む入林重立を制限し以て

取締の徹底を期する外のたいととは言を侠たたい所でるって， r大方山江入*IIi童生極，末長山之績

様設可然」としたのも無理からぬととろと稿ナペきでるらう.

併し乍ら藩の行った銀上の制限， 監督は決して単なる盗伐防止と云うが如き泊極的注目的

のみから出たものでばなかったのであって， 嘗時の藩財政祇態からするならばむしろ森林を犠
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牲に供しでも，伐採に依る噌牧は望ましい所でるったに相違左かったのであったらうが， にも

かかわらや敢へて仙の制限を敢行した所以のものは，畢克是に依ってヒパの伐採量を節し以

て森林殊にヒバの永績を企園したととに基づくのでるって， とれにそ入林制限の眼目とも見ら

れるのでるる.

松前藩が「槍丸太註早切ヲ伐之儀停止=申付候。」とたし一般のヒパ伐採を禁止したに止ま

らや，更に「用木=テモ右之二色伐候儀無用。」として藩用と難もヒパの伐採を行はせたかった

のみならす"，-r給皮ハギ申間敷旨急:度申付，我等用=モ子木，伏キ之皮取セ可申候。」と命じた

ととは，藩が如何にヒバの節約と共の保護に意を用いたかを詮するものでるって， 又雷時藩が

森林控替κ積極的でるったととは「山方仕置等可成事ハJ!f度相改，寄々所々案内知候者=等，

吟味之上差固ヲ詰仕替可申候。J(14の193頁)と花山の役人t亡命じたととに依つでも知dれるので

ある.

iii. :lたにヒパの伐採禁止に就いて見るに，松前t審の基礎的産業たる鯨漁は，松前西郊の海

岸に盛であったが，之等海岸の背後には，ヒパが繁茂してゐたととは云ふ迄もない， 而してと

の諌漁は漁期は極占うて短期間ではあるが， 此の地方住民の殆ど組べてが従事したととろむもの

であったととは東遊郭記に「献の来る頃は武家，町家，漁家のへだても友〈瞳家枇人に至るま

で我家は空家とし~の冶の海謹にかり家を建て我劣らとと僻を取る。」とるり (31) ， 叉北海随筆

にも「此時には武家をはとめ松前中の者どもは，老人子ども迄も上下一同に此業にかかるJ(4の

43頁)とるるととに依つでも明らかである.

ととろで之等漁獲物は牧納品や移出品或は食糧等として貯蔵する必要上から，其の大部分

は丸干掠や閲鯨等に製注せられたから (1の176頁)，その乾燥設備たる納屋場者或は生鯨の一時的

貯蹴所たる Ctc:::>tf')州又は依小屋，船具等の材料として早切，丸太，住等の需要は輩、し莫大

左翼主量に達したものと思はれるのであるが，醤時ヒパは海岸近くまで繁茂してゐたし 又その

材θ耐久性に就いても既に住民の聞には知られてゐた.仙の3ω頁) 一方官時に於ける藤林用益

は住民の自由に委せられてゐたから， 前記用材の大量伐採はヒバ殊にその幼批樹に向って集中

せられたであらうととは想像に難からぬととろでるる.

斯〈てヒパは，移出用として山師に依って大量の伐採が行はれてゐた上更に， 家作用，或

は漁業用等として多数の住民に依って多量に而も無償伐採が行はれてゐたのでるるから， ヒパ

が重要な財源でるり，旦財政に窮してゐた藩が，之等住民の行P伐探を徒K扶手傍観する筈の

持納屋場とは海迭に杭を建て早切とて竿の如きものを其の上に様に渡し之え緋掛けて干す所を云う・

掛 〔なっぼJとは佳4本を主主て周閣をiiIのま日iきもので薗'0'，此の中え取上げた鮮をー持貯える所でるる.
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I:i.カvった事は極めて嘗然と稽ナべきであらう.

以上に依ってヒパが禁伐となった事情は明らかにせられた事と思うが， 向ヒバの代用とL

て雑木の刷用を動奨した事情， 並びに家作材の「ユルシ伐」は法度に中付けられたにかかはら

す写漁業材に封しではヒパ以外は何等そのととがなかったのみか， 却って雑木の利用を勤奨した

事情等に就いては未だ明らかにされてはいたい， 依って更に之等に就いても究明を試みる必要

があらう.

先づ前者に就いて云えば元椋の禁令の結果は， 漁民は共の必要とする漁業用材告と従来の如

くヒバの伐採に依って入手するととは不可能となる詳であるが，前記に依っても明らかた如く，

鯨漁は昔時の殆E全性民が従事したととろのtのであったばかりでなく 「強(漁)を得れば翌年

までの渡世是にて済也。J(41D 43J{)とるる如く，漁獲さえaうれば翌年までは安柴に暮して行けた

のでibJJ ，又「松前蝦夷地産物いたく多しと雑も(略)金高の多きは鯨漁にしくはなしJ(4の 349

頁)とあるととに依っても明らかな如く，鯨はは全住民のみなら歩，藩に取っても重要な財源で

あったのでるるから，従って:m政省・としての立場からも， 叉藩自身の経済の上からも，鯨漁に

劃してはその保護助成をとそ必要とすれ， 之に障碍を及ぼすが如き政策の巌に戒むべきは勿論

である.

然るに前述の如く鯨1得、には従来多量;のヒパ材が使用せられてゐたから，藩のヒパ禁伐令は，

之等必需物資の入手の注を断つとととなり， 漁業の保護助長とは凡そ反!tの結果をもたらずに

至るのである.

又たとえヒパの伐採は禁ヒたととろで，現に腕漁が行はれ，又行はねばならぬ111¥勢にある

ととが明らかな以上， 之等必要資材の入手は手段を選ば十強行するでるらうととも考慮し得ら

れるから，此の禁令のみに依って果して藩の希望するが如くヒパの保持が賞現し得るか否ゃに

も疑問なき能はぬ所と稿すぺ<. さりとて之を従来のまま放任し得ないととも前記に依って明

らかなととろたのである.

故に此の矛盾の解決，即ちヒパの保持を策しつつ鱒漁も闘滑に遂行せしめんが掃には，結

局ヒパに代るべき他の資材を興える以外詮がたかったのである.

一方雑木(との場合ヒパ以外の針潤葉樹を意味する)の中には優にヒパの代用たらしめ得る

ものがるったにもかかはらや，常時は飴り顧みられたかったものの如くで， その債格の如きも

文化3年(1805)頃ですら「松，椴之践は値段下値に相捌申侯故，檎，松，根取合千石目に付小

判三七五匁宛J(28の 55頁)とある・程だからまして元践初期に於ける雑木の慎格等は殆e，問題に

もならなかったととと思はれるのである.
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従って雑木の伐採はヒパと異り藩に取ってはg(段痛拝も感ぜぬととろでるったらうから，

とれがヒパの代用としLて利用されるならば，藩・民双右に取り誠に好都合な詳なのでるる.

最後に自家用建築材に封ずる無償採取をむした事情に就いてで、あるが，鋭漁に劃しては

総家一戸につき西在郷では千鯨14丸 (1丸は腕叫尾l，東在郷では共の牛の腕投が諒されてい

• '1とから，之に必要な木材の無償採取が詐されたものと思はれるが， 家作に封しては従来何等の

謀役もなかったのでるって，藩財政窮乏の折でもるり又ヒパ林保持の必要上等から，家作材。

「ニ'-)レシ伐」を法度にしたものと思はれるのでるる.

5. 禁制の 5量化

元誌の禁制は共の後 80年間格別饗化は見られなかった.然るに安永年間(1772-1781)に至

って木材に封する課税の範国は損張せられ，且禁伐樹種の敷も従来の1種から7種に増加され

た. 依って此θ聞の事情を明らかならしめる矯，先づ右に闘する藩令を見，然る後共の各tに

つき考察を進めるとととする.

牧納之定 (安永年間江差御傍白色iii録)

諸材木付より

給分一(J:1[j取材木の一割を以て説とす)
. せる

家木，細法舶材木勺梶共外船具惣て御用材木村i取役，志槍，松，椴，栴，

桂，朴，黄葉木は江差山制i註運上山之外不相成事。 (14の 51頁)

1. 木材役の蹟張

松前藩では従来家作用材の採取は無院とされてゐたが， 元首~2 年 (1689\ の藩令で此の傍目

は廃止され，以後之等の無税採取は許されざるに至ったととは，前記に依って知られるととろ

であるが，之に到する税額に就いては明らかで、はなかった.併し乍ら亨保2年 (1717)の松前蝦

夷記には，材木役としては5寸角，長さ 1丈の角材が1本と之と同大の丸太δ本が， 各戸ー率

に牧納されでゐた旨の記事があるから， とれよりすれば，元椋首時に於ける材木役も右に饗り

がなかったものと思はれる.

然るに安永年間(1772-1781)に至つては先にも見られる如く，家材に劃しては却l取材の 1割

に相嵩ずる役が課されるとととなったばかりではなく， 従来無院であった舶材，舶具材等に劃

して迄家材と同率に課設されるに至ったのでるるから， 之は明らかに材木役の蹟充強化を意味

持縄造船はー名縄綬艇とも稽され，丸木仰を議とし之に側板を，釘を用いず木皮縄を以て銀付けたもので蝦

夷地との交通に主として用いられた.
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するものでるって， 共の根本をたしたものは固より藩の財政的事情であったと見られるのでぶ

る.依ってま主に共の貫欣を述べ，共の然る所以を明らかならしめるとととする.

元誌の時に於ける藩の財政難に就いては玩に見たととろであるが， とれも亨保の中期に至

つては，節約令や藩主(邦蹟)自らの節憶により，或は産業の護達等tL依ヲて，財政は著しく改

善せられ，藩庫も漸く徐裕を生やるに至った.(1の 205頁)

然るに明和年聞に及らでは佐約令も弛緩して奮1$の風は共第に増長し， 風下己の顔麿，財政

D窮迫に伴ひ枇政百出の有様となった.(1の 2:38頁)即ち明和6年(1769)飛騨屋久兵衛の蝦夷槍

山請員を藩の一方的措置に依って中止したが， との時藩は従来久兵衛より員っていた巨額の員

債を償却するととが出来す芯，厚岸外三場所を 20箇年期で引渡したが如き， (1の248頁)叉江戸の

商人林屋宗丸郎からの多額の立替金を契約通返済し得や公訴せられ天明元年内僚にして，石狩

秋味場所を 20箇年期で引渡したが如き， 何れも前記の事寅を物語るものでるるが， (1の 248頁)

更に藩対政窮乏の事寛は常時城下の町人に種々の名目でE額の献金をなさしめた事に依つでも

之を知り得るのであって，安永4年から寛政9年(1775-1797)に至る 22年聞に，御用金，御{昔

上金，御才莞金，御冥加割金等の名目で町人に献杭せしめた金額は， 宮川家に封するもののみ

でも 341雨，上納米841去に建したのであって，之等上納金に付いて，宮川家文書には共の末尾

に弐v~日く述べてるる.
あげきを

「右之通上納仕候得共，何之御沙汰御座無候。此度御退園遊ばされ候に付，上切りに相成

申すべく候間，左様相心得申すべく候。右之通記置!民得共，上納前後之有るべく分り難く此如

〈記置院。J(1の 250頁)

以上の文言に依っても察せられる ~ll く，共の名目は何であったにせよ，之等金額は所詮返

済せられる見込のあるものではなかったのは明らかで、ある.

藩財政窮迫の模様は以上の如くでるるが，一方木材に封する貢租関係を見るに前記でも

知られる如く極めて低廉で、るったのみならす"，課税の封象も家作材のみに止まり，他の浩舶，

船具材等の採取に封しては何等の謀説も行はれてはゐなかったのであるから， 斯かる財政事情

の下では之等に封し，税の増加，蹟張が見られるのも蓋し嘗然の趨勢と稿し得ペく，従って材

木俊掠張。主因を藩0財政事情に陣せしめても此の場合牧て誤りで、はなからうと思うのでるる.

ii. 禁伐樹種の増加

良材。豊富を誇った江差の槍山も，元椋の山火事や， 相ヨたぐ濫伐等に因って，享保の頃に

は既に衰乏をと来たしていたととは前記の如くでるるが， 安永年i現に至り共の度合はー屠顕著と

なった.とのととは嘗時家老θ職にあった松前康長も「此樹(ヒパを指ず)昔は多かりき延賓六
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年始て西部遁砂挽(るりさぷ)袷山を伎開きたるより究蘇八年棺山組牟焼亡せしか，近とろある

所まれなりJ(4の 235頁)と云っている.

ヒパの昧乏に件って林業に登場したのは般東檎と雑木でめった蝦夷檎に就いては前に述

べたととろであるが，雑木が商品として取引される様になったのも， かたり以前のようで，稲

山秘府に依れば，賓永7年(1704)山師内海理左衛門なる者が知内山雑木運上を不続にしたので，

宿方厚谷六左衛門政問， 雑木山奉行新聞主計辰朝のご人が寄合誌を省かれ逼塞を命ぜられたと

あるから (14の 246頁)官時既に雑木も亦他闘に移出されてゐたととが知られ，又雑木山奉行等の

役目のるつた事から，共の伐採量も多額に上ってゐ?とものと思ばれる. との知内山の雑木は何

樹種であったかは明らかではないが， ヒパでなかったととだけは確かで・あると云い得る.

斯の如く山師の伐採が雑木にまで掠大し，之からも運上金を牧納し得た反面，共の減少も

亦著しいものがあったに相違なかったのでるるから，雑木をも藩の恒久的な財顕たらしめんが

震には，彼の元誌の時に於てヒバに封して行った如き伐採i~iJ限をなし，以て之が減少の防止に

努める要がるったのは極めて明白念事質と稿ずべきでるる. 而も其の首時禁止せられてゐたの

はヒパのみで，他の樹種は未だ人民の自由採取に委せられてゐたのでるった.

斯くて安永年聞に至り，ヒパの外ゴヨ汐マツ， トドマツ，セン，カツラ，ホホ，シコロの

6種は， 江差山布ji立立ぴに運上山の外共の伐採はもはや許されねとととたったのは前記の通りで

るる.

併し乍ら斯かる制限も，恐らくは和人地に封してのみ行はれたのであって，蝦夷地に封し

ては之とは叉別な方法が採用せられたものと思はれる. 即ち明和9年(1772)藩から檎山奉行に

宛てた遇蓬に依れば「蝦夷地運上にて引詰之もの共場所に於て排財舶材木柚取桂作り候儀，今

辰年(明和9年)より申付候。 自他人に限らや蝦夷地東西遠近之差別無く，木は槍の外何木にで

も勝手次第に候。 尤も定之通躍金差出さしむ可事oJ(14の 50頁)とあるから，蝦夷地に於ては運

上金を納めて事業を請貰った者は所要の諸般材の柑i取は許されたし，共の他の者でも一定の種

金を納めさえすれば，共の閤籍如何を聞はす=何人でもヒバ以外の樹種ゑらば何鹿からでも勝手

次第に採取が出来たのであって，藩は和人地に封してとそ巌しい伐採の統制を行ったが， 蝦夷

地に於ける森林に就いては康く一般に之を開放して，専ら共の閲護と牧入の増加に努めたので

るった. 市して藩は山[却に封してのみは何等の制限をも加えるととなく，殊にヒパに就いては

何人に封しでも之が伐採を許さなかったにかかはらや， 山師に封してのみは特に之を認め，共

の伐採を彼等に調占せしめたのは， 国よりヒパの快乏が著しかったととにも因るものと，思はれ

るが，それよりはむしろヒパが領内に於ける重要移出品であったと同時に，藩庫の主要た財源
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でもあったか色で，出来得る限り領内の泊費を減じて之を移出に振向けんとした一方， 山師の

目標はヒバにあったので， 共の減少を防止し，以て彼等の事業を保護せんが誌であ.ったと考え

られるのである.

6. ヒパ材の泊費制限友び禁止

ヒパの一般民に依る伐採は既K元総年聞からの禁制でるり，叉安永年聞に至つては更に禁

止木の範囲が撮張せられたととは既に見たととろでるるが， 之が更にヒバの消費制限禁止にま

で費展して行った.即ち安永5年(1777)の江差御傍目に依れば蹴用早切，桁，桂等に至るまで

ヒパを用ひるととが禁ぜられ，且之等用材に劃しては厳重な検査fhl]度が賞施せられた. 又家屋

の建築或は浩舶等にヒパ材を使用する場合にも材の責主，買主の双方から，材種，寸法，数量等

を書上げた書類を番所まで提出せねば主主らす"， 共の上ヒパから製悲した柾，木舞等に至るまで

同様の手績きが必要とされた. 他方家屋，酷舶等の建造現場には藩吏を巡同せしめて検査をな

し，高一無屈のヒパ材を使用してゐるととが護見された場合には厳罰に廃されるととになうた.

依って更に之等の貫情を詳かにし，共の由来を明らかたらしめるとととする.

1. ヒパの滑費禁止

ヒパの泊費禁止は既に元総の頃から其のきざしは見られたが， 営時に於ては未だヒパの伐

採制止に其の重黙が置かれ，従って之が消費の禁止に闘しては明確な規定を昧いてゐ?と.然る

に安永5年(1774)には「僻早明，同桁，自jt桂此以後棺堅停止之事。J(14の 51頁)として，僻用に，

ヒパ早明，桁，柱等の使用を禁止する旨明確に規定され，漁民は杢くヒパ材使用の迭を断?とれ

るに至った.

ii. 雑木の伐採届

ヒパの伐採を禁守ると共に其の代りとして雑木の伐採を許したととは， 元職営時・に於ても

見られたととろではあるが，共の営時に在つては雑木は附近の山々から自由に採取せしめられ

てゐたのであって，右に付いては何等の僚件をも附されなかった. 然るに安永に至つては「お

椴共外雑木相用申可候。J(伺上)とはあったが，共の後に「山取之儀は，江差近蓬之外，何底にで

も勝手失第申付可間，其教書付を以番所に願達可事。J(同上)として，雑木の伐採は許されるとと

にはなってゐ?とが，伐採~域から江差附近は除外されて居 L 且共の伐採に営っても童文量を書

上げて番所え願出て，一々詐可を得ねぼ友らぬとととなった.

而して之等は明らかに営時は雑木にも既に般乏を来し，殊に江差附近にそれが甚だしかっ

たととを物語るものと云うべきで、ある.
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lll. 漁業用材の検夜

ヒバの消費禁止に仲ひ之が違反防止の篇取締方法の講ぜらるべきは営然で， とのととは元

続年間にも行はれたととは既に述べたととろでるる.併して元誌の方法は，車に高間帳と封照

して若し営年伐採したヒパ早切を使用してゐる者を護見した場合には「吃度とがめ，向後左様

に仕らざる様巾付可候。」云うが如き憶のもので，取締としては極めて寛大な方法と稿すべきも

のであった.

然るに安永年聞に至つては「是迄持来候槍早切同桁柱は，石崎村より熊石村迄，営年より

来春迄相改め，極印を入，何之年改と書付，年々高Uf納屋場揚之節相改申可候。高一無判1f.切桁

桂見首候ば，共旨申達可き事。J(向上)とある如く，先づ鯨用材のー持検査を施行し，之に夫々極

印及び検蒼.年度を入れ置き，毎年漁場の切揚げ期には之等の材を一々検査し，高一無極印材を

護見した場合にも，元様。時に於けるが如く，単に将来を戒め置lく程度に止めタ，藩に申達し

て共の底分に侠っと云ふが如き頗る入念念取締が行はれた.而して斯くの如く取締が厳重を極

めた所以のものは，云ふ迄も無くヒバθ扶乏に基づくものであって，之等の扶乏に伴ひ愈々そ

の重要性を感歩るに至ったものと思はれる.

lV. ヒパ材の販賓消費に劃する監督

松前蒋のヒパに封ずる干渉は前記tc止まら歩， 安永5年藩が江差塁手行掃に封して「家作活

舶共に檎相用候は責主買主より何寸何間角何十本書付を以番所え相断申可事。主主征，木舞，す

イハタ共に同様相断申可事。J(28の 51頁)と命じ ヒパ材の責買を居間制としてー屠その干渉を

強化した

併し乍らとの届出制そのものは困より一種の干渉と見られねとともないで、はないが， それ

が単なる買買妻女量の届出て、あるに止まる限り，之のみを以て直ちにヒパ材費買に闘する干渉主主

りとするのは必やしも受賞ではないのであって， 少くとも之がその需給上にまで影響のるつた

ととが明らかにされない以上干渉が行はれたとなし得ぬのは勿論である.

然らばとの届出制に依ってヒバの需給上に果して如何なる影響がもたらされたかと云ふtc，

遺憾乍ら之を語るべき史料を扶いてゐるのでるる.

併し乍ら藩が斯かる届出を徴する以上，共鹿に何等かの目的が存在し友ければ友らぬ筈で

栄 江差奉行は檎山奉行に同じである 元来檎山奉行は槽山の管理鐙ぴに江差附近の民政を掌る矯に設けられ

たものでるるが，後に檎山が衰えたので，民放の方が重要となり，明和 9 .q;.檎 ~II奉行の名を改めて町奉行

容〈は江差奉行と構えようとの議も起ったが，惑に其の賓魂を見るに至らなかワたものの如〈である.併

し乍ら斯かるl名楠で呼ばれたことも絶無ではなかヨたのであって， ζれな Eも其の一例と見られるのであ

る 倫藩政末期には木山奉行と締されたこともあった (14の193頁及び 32の150頁)
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あり，従って更に之が目的の探究を試みる必要もある曹である.

息、ふに営時は藩の財政が極度に窮迫を告げてゐ?と時であり， それが矯林挽の増強や蝦夷地

森林の開放等を行ってまで、牧入の増加に腐心してゐ?と時であったから， との居間もそれ等に関

係を持つもので‘はゑかったかと見られるのである.

即ち営時に於ける林税関係を見るに，伐木に封しては運上金，御程金等があり，叉製品の

販貰に謝しては所調材木買上口銭(販費高の2分)たるものがあり，柾等に劃しでも買上口銭が

あったへ

而して前者に就いては共の材積或は年限又は出材時の検査等に依って，事前に或は検査の

際通確に之を牧納し得たが，後煮に至つては共の版費高に臨じて事後に牧納するものであるか

ら梢，勢ひ寅主の申告に侯つの外はないのであり， 裁に営然販賀高屈の必要も起って来る道理

でるる.果して然らば買主よりする届出は不必要な課であるが，併し乍ら責主必歩しも正営な

数量の届出をたしてゐるとは限らないのであるから，之を確めんとするならば，買主の届出も

必やしも不必要とはならぬ筈でるって， むしろとれに依ってー醸脆税の防止は可能となる理で

るる.

然らほ従来斯かる制度が見られなかったにかかはらす~， 此時に至って何故之を必要とした

かの疑問も生歩るのであるが，従来は財政的にも比絞的飴裕がるり，又蝦夷地森林の一般に封

する開放等の事もなく，従って伐木者・も少なかったので，恐らく共の必要が認められたかった

ものと思はれるのであるが，此時に至つては前記の如く，財政は極度に窮乏を告げ， 多少にか

かはらす=増l汝を必要としたのであるから，林税制曳れなく牧納ナる上からも，他面蝦夷地森林

を開放したとは云ひ，ヒパは尚一般人に封して禁歩るととろであったから，之等を取締る上か

らもとの届出を必要とする事情に在ったのである.

併し乍ら責主， 買主の雨者が共謀して脱税を闘る場合も首然強想し得られるととろなので

あるから，之等に封しでも何等カ泊措置が講ぜられて然るべき筈であるが，果してそのととが

あったかの間に劃しでは失の藩令を以て問答し得るのである.即ち「猶又日々町々下役之者相

廻，作事致居候家々舶々吟味致可候。高一断り無く棺相用候者有之に於ては曲事と矯す可き事。」

(28の 51頁).

発 柾の東上日銀に就いては文化34'-の極挽柚入臓の中に「材木柚取仕候伐跡!え株を以，柾挽柚入仰付られ下

Ll置かれ皮奉願上候。事正出来次第御改申請，日iおより二割宛之御役， i!立質掬候節御日銭上納仕度奉存侯J

(28の55J{).とある.

糊文化3年南部大畑の山阿国村屋重治の厚海部目名山に書官する伐木願中に「出材木之儀御常地に於寅捌候節

は，時キ之値段にて御口銭上納仕度奉存侯ιJとある.
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右は藩が江差奉行に封しヒバの寅買屈を徴すべきととを命ヒた前記藩令に槙〈文言で，故

に説明する迄も叙ーく，共の配下をして無届ヒバ材使用者の摘穫に賞らしむべきととを下命した

ものに外ならないのでるって，之に依って藩も脆税者のあるととを諜想し， 之に劃しでも高金

の策を講じていたととが明らかとなったのでるる.

以上述べたととろに若しも誤りがないとするなれば， との届出制度の員匂目的はヒバ材の

消費統制にあったとするよりはむしろ林投徴牧の確保或は盗伐の取締にるったと稿し得べきであろう

7. 運材に劃する干渉

河川の荒麿を防止する矯の禁伐は我圏中古に於て既に行はれたととろでるる (18の 20頁)が，

松前藩に於けるものは之とは共の趣を異にし 河川の荒康防止の昂に流迭に封して或種の禁止

をと行った.

即ち延賓C年江主に立てた市1]札中には失の如き僚目が見られるのである.r材木川流の時分

のノリキ，ヤライ引申間敷候。夏冬ともに川荒申間敷事。」

主主にノリキとは流迭材留の固定したものでるり， 又ヤライ引とは矢来を作って流木を堰き

止め，湖水を侠って材を一時に放流ナる月i謂放流堰に依る流迭を意味したものと息はれるが，

その何れもが河川の損傷を来すととは云う迄もない. 併し乍ら営時に於ける運材法としては，

恐らく之に依る以外他に方法はなかったのであるから， 此の禁令もその闘行を見守に能ったも

のの如くでるる. 藩もその禁令反覆主義たるにも似歩，との禁令。みは繰返すととをし友かっ

たととろを見ると，其の禁止が寅欣に即しないものでるるととを知って， るくまでも之を強行

するが如きととをし主主かったのでるらう.

8. 諜林議成策

松前蒋は伐木の開始と同時に恭林の浩成を考慮していた. 併し乍らそれは人工法林に依っ

て新林t:仕立てんとするが如き積極的なものではなく， 単にビパの小木を禁伐するととに依っ

て，主としてヒバ林の減少を防止せんとする消極的なものに過ぎなかった.

此等の事は延貫6年(1678)江差及び厚位部蝦夷村に立てた制札に依って，又元椋4年(1691)

に檎山番所に達した藩令にも「惣テ槍小木一切伐中開設侯Jとあり，更に又ヒパ早切材等の禁

伐がしばしば命令されたととに依つでも知られるととろでるる.

然らば藩は人工造林に依る森林遁成を全然考へなかったかと云うに，延事丑2年 (1745)3 

用10日，山師飛騨屋久兵衛代人同姓久四郎誌ぴに宿方工藤忠太郎が連名で北村目名檎葉山伐採
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を出願した際の「乍恋以書付奉願候御山之事」たる文書中氏「ー，生木立薄，槍葉空地之鹿に

は，小檎葉植付，可仕候。檎葉生立不申様成漁地には杉声調下，御年賦之内，年々粧付可仕候。

勿論御山御大切に相守，無用之木は雑木たりとも随分損不申様相努，御山大切に相勤可申候。」

(28の 48頁)なる僚項のるるととろを見ると， 藩は木材伐採の許可憐件として，前記の如き浩林

を考慮してい穴0では訟いかとも思はれる節がないでもたいのである.

併し乍ら前記願書の金交を審夜するに，右は山自liの一方的願/:Hであって， 藩の保件の如き

ものの加味された形跡はなく，且とれ以外の伐採願にも前記の如き傑項のないととろを見ると，

藩もそとまでは考慮していなかったものの如く，一方願書に見られる「槍葉生立不申様成操地

には杉苗調下」なる考え方は，幕領飛騨園高山地方に行はれて居り， (33の 124頁)営時飛騨屋久

兵衛は共の姓の示す如く，飛騨園出身である所弘通ら， とれはむしろ願人の考えに出たものでる

ったと見られるのでるる.

只との伐木の年期は 5箇年で、るったから，若しその云うが如き植栽が年々行はれていたな

らば，現在でも多少は共の遺物が見られるであらうに，未だそれらしいものの聞かねは遺憾な

事である.

松前藩が一般民に封して遣林を奨闘したか否ゃに就いては明らかではたいが，元諒2年の

藩令に「賞植(ヒパの人工植栽のものを意味する)にても鹿末に仕間敷候。」とるるととろを見れ

、ば営時ヒバの植栽が行はれていた事は考えられるととろでるり，又松前志にも「杉Jの僚に「此

樹深山にあるとと註し。幅山i丘里黄土の地の52多き所に茂生す。黒土の小沙まじりたるは不宜。

他園の産にくらぶれば木理あらうして，木肌つややかならや，寒気はげしき故なり。」とあると

とろを見ると，杉も天明年間(松前志は天明元年脱稿)に:工就に利用し得る大きさのものが幅山

附近に見られる程古くから浩林せられてゐたととが明らかである.

9.林税

松前落に於ける林読と見られるものに， 運上金，冥加金，御l檀金，材木口銭，役等の種類、

があった.

運上金には材木運上がるり， とれは山師の伐木に割し年期を定めて定額を上納せしめるも

ので，檎山運上，蝦夷檎山運上のま日き即ち之でるる. 之等運上金は樹種に依り，箇所又は伐木

年限に依って差のあったことは勿論でるる. 又陪山山師は伐採に封しではヒパ，雑木共千石に

付金治雨で、あったととは前記の通りである.

御謹金は小規枝或は臨時的な伐木に主JLてJf1l:納するもので， 前掲明利9年の蕃令に之を見



(65) 

るととが出来る.而してとれは文運上金に封ずる問1m説の如き意味の場合もあった (28の 48頁)

冥加金は，瀧本博士に依れば，下より何程f.FJめると云って願出るもの (10の 161頁)とるるが，

松前藩では過伐分に封する迫徴金の如きものをも冥加金と稽したととは，村田屋重治の伐木願

書中に「若過木等伐出{民ハバ土場着之節逐一御改申請過木之分右割合御冥加金上納仕度J(28 fl) 

55頁)云々の文に依って知られる，

木材費立口金は共の字句の示ナ如く材の販賀高に課されたもので， その率は責上高に封し

百分の2でるった.(28 fl) 56頁) 之は柾共の他の製品にも課されたととは前にも述べたととろで

ある.fl，j移入材に封しては沖の口口銭なる課税がるって材木口銭よりは高率の， 材木;根類は4-

分，南部jlfJJ木は3分の説を課したが， 之は他園材の移入を抑制するが如き意味のものではなか

ったと思はれる.(1の 223頁)

役には薪l~，ノ材木役，椎役，検尺役，共の他の諸役があった. 号たに之等の沿革，内容等に

就いて少しく述べるとととする.

薪役

薪役が何時の頃から起ったかは明らかではないが，松前蝦夷記に「ー.薪，雑木長二尺七

八寸巾七尺高五尺東西在郷家大小不限一軒より牧納申よし，Jとあるのを見れほ享保2年(1717)

とるには各戸から上記の童文量が牧納されてゐたととが知られる. 又松前年々記に撮れば，享保

5年には薪役の士宮徴案が出たが，それは次の如きものであった.

「一.薪役之事 前々より百姓共少々納申候得共，右之外断をも不仕， 他園者と営地之百姓

申合，在々に而心偉に薪切商買に仕候而山を伐荒申f民間，向後十五歩一之役可申付哉之事。J(1の

209頁)右に依れほとの頃に至つては薪を以て商業を醤む者も生じ森林の荒廃は漸く顕著とな

った. 併し乍ら之に封しでは未だ市1]限を加へんとするが如きととを危さや，皐に増税に依って

i投入の増加をはからんとしたに過ぎなかった. とれは殺が用材の如く他圏に移出されるととが

少く藩の財源としそれ陸重要でなかったととに依るものと思はれるが， 之に封臆する，松前幅

山諸按所』政韓国奉行宛の藩令には「ー.川|流薪之儀，内拾五分一役Kて百姓誼給所入込，川流

を改候て，見分之上，拾五分一之役可申付{展。{B.，宇川流いたし置，需にて通候者有之候は，

是等は武拾分一之役可申付候事。J(1の 210頁)とある. 従って，前記案に封しでは，との通り寅

施されたものと思はれる.

材木投

との起源も明らかではないが，元椋2年藩令には「今迄家作=遣候材木投ユルシ伐候へ共，

此度保目ヲ除，向後法度=申付J(14の 194頁)云々とあり，又前松前記蝦夷記には， r一.西，東
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在郷よりJr材木五寸角長一丈ザキト云， 雑木無構堂本， 丸太同断在家大小=不限一軒ヨリ角 r

主主丸太共=六本ヅツ牧納依之常々不事入用不申付候由」とあるととろを見れば， 之は元秘2年

(1689)以後の創設に係るものと思はれる.而も藩用の詩には之以外に材木の謀役はなかった

如くである.

丸太夫銭投

とれは糠取家一戸につき丸太銭百文夫銭六拾文宛徴したもので， 夫銭は以前は御堀御入用

木として漁家一軒より丸太一本づっ，現物牧納したものでるるが， 明和9年から代納としたも

のであり，役事を勤める者は菟除された.(泌)

締木役

とれも漁民に課した役で，漁船の種類に依って牧納高を異にした. 即ち，園合舶，莱替舶

を以て出漁する者には締木式〆，三宇舶は萱〆，保津舶は霊メ，保梓船三般を用ふる場合は司

ん異種の般教組を以て出漁する者に劃しては舵毎に取立て，叉役事を勤める者は菟除された

ととは前と同様である.(説)

椎役

椎役は賓永3年 (1706)椎茸¥を献上品とした時から始まったものと息はれる・即ち福山秘府

巻之十六に「賓永三丙戊年三月六日嘱崎識人記」として「ー営年ョリ椎茸，献身欠。御本丸，

ー西 ，l:御丸へ献上被成候由，依之念ヲ入レ候様=委細御書付ヲ以テ被仰付候故，則勘定所へ御書

付ノ寝，蝋崎惇右衛門方へ相渡」とある.

との椎茸役納入には，庶民も相嘗困難を感じた如くで，北蝦夷記(寛政11年一文政4年)に

は次の如き記事が見られる. r既に在方より献上椎竹(茸)と唱へ私領の仕来を以て納来る事あ

り。是は村方の役にして年々納る也。員数は村方のxあり，東西村々合せて敷六千儀の高に成
り，しかる慮椎茸は春三月頃より山中に生じ共時節は蹴漁最中故，百姓ども取獲乾事るたはす'.

費に来るを買上て納る事也。寅人も夫を知って憤至って高債なれ村方にては如何程高{買にて

も調べ納め歩して憐ざる事故，是非たくたを調るili。前年生椎茸一つに付，慣百五十銅，武百

銅，或ひは参百銅にて司ト納めしと云。是を干立て御役所へ納る事也.共間皇室喰ひ痛み等有り

ては納にならす=共掛りにて是を省く.'1ととへばーケ村にて敷百の納高の庭，余慶(計)を百も用

意なくては間に合はや。無様倍して調る故，多くの入用にて皆付入用に掛り，難躍の趣」とあ

り，之に依ると椎役は村に課された役でるって， 之が納入には其の費生時期が練漁期と競合す

る矯之が調達には村民もかたり苦心したととが窺はれるのである.

石役(間尺役}
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是は移出材に劃して課されたもので，踊山秘府に撮れほ元棋の頃には次の如くであった.

百石=付金七匁 . 北閏舶

百石=付金七匁 間瀬般

t凋ケ瀬崎

潤ケ瀬舶

二百石ョリ上ハ百石=付金六匁

二百石以下ハ百石.:::... 付四匁五分

百石=付金六匁宛 木附舶 寛成舶

百石=付金四匁五分 弁材舶

拾分一役

播木拾丁=付愛丁宛 (14の 195頁)

向他園舶の積材に劃しては拾分の一役，他闘の者の材を自園舶で轍迭する場合は石役でる

った. 叉陪山山師の移出材に封しては百石に付山砂金四匁五分究，鯨類を積んだ舶の内でヒパ

の六宇寸甫同角類を積込んだものを矢倉積と唱え之に封しては所定債格の十分一役を， 叉松前

で新造した舶で始めて木材を移出する場合には間尺投を字減し，江差入所有の般で移出する際

は規定の間尺の内管l桁一丈に付山砂金一匁五分宛菟除した旨の記事が文化の頃の文書に見えて

ゐる.

以上に依って松前藩が木材の移間続を徴するに雷つては舶種，舶藷に依って共の額を異に

し，叉領民の移出に封しでは特に保護政策を採用したとと等が窺はれる.

柾殺

とれは柾職人に課した役で一人に付金武匁.(14の 195頁)

柚役

柚役は夏お11は金堂匁夏冬通巴て金武匁であったが共後陪山山師の柚役は山砂金三匁三分と

ゑった.(14の 195頁)

厚佐部川留役

人夫一人=付金六分 (14の 196頁)

合舶役

之は活舶に封して賦課したもので，百石に付金堂匁を牧納した.(14の195頁)

布11役は使役する山師から徴牧したが， 山師の中でも山先役を勤めてゐる者に封しては十人

分の柚役を菟除した.向砂金と金貨との比率に就いては，松前には元来飴り貨幣が無かったと

思はれるが元和以来数十年間，砂金が移しく産したので，砂金を以て貨幣に充て，砂金七匁二

分を以て慶長小学j萱雨に砂金一匁八分を以て金堂分(萱雨の四分のー)に換えた.後砂金は次

第に減少して共の通用を麗し，全く普通の貨幣を用ふる様にお:ったが，砂金使用の名目は向永
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〈保有せられ，何匁何分と呼んで，或部分に用ひられた. 普通の貨幣には，主として金が用ひ

られ，次いで、金貨が用ひられ，銀貨は活用しなかったと云はれて元る.(1の 232頁).. 
金と銭との室容は;松前蝦夷記には砂金萱匁を長銭百二十文と記している. 即ち金萱雨(砂

金七匁二分)に長:銭三貫二十四文の相場であった. ヰで北海隠筆(元文4年著)には，砂金一匁

を銭六百として居る.即ち金萱雨に銭四貫三百二十文の相場で、あった. 此の砂金霊匁を銭六百

文，金宣雨を銭四貫三百武拾文とする相場は，共の後一定して沖口牧税中の砂金名目のもの等

に用いられ，費更されたかった・ (1の 232頁)

10. 木材債格の統制

松前藩が森林に封して各種の統iljlJを行ったととは，既に述べたととろではあるが， 更にそ

の産物である木材の債格に劃しでも統制を行った.之は藩が領民に封して安債な木材を供給ナ

る震特に陪山山師を定めて紋等に封し特に別保護した酷から見て営然の措置と構すべきでるろ

う.号たに編山秘府から，元職首時に於ける木材債格を見るとととする.

角物直段

京間角類直付

六寸 但金萱分=付 八本替

八寸 但金萱分=付 五本替

九寸 萱本=付 金三分三箆京毛替

登尺 萱本=付 金四分登厘替

登尺一寸 笠木=付- 金四分九庫萱毛替

萱尺二寸 登本=付 金六分五毛持
f 

登尺三寸 堂本=付 金七分五原替

受尺四寸 堂本=付 金八分六康二毛替

帆住直付

拾四季 七雨 一拾三奪四尺 五雨或分

拾五零 拾雨員t分 一治五奪三尺 拾四雨

拾六零 拾六雨武分 一拾六寺三尺 拾七雨或分

拾七尋 拾九雨霊分 一拾七寺三尺 E記拾参雨

拾八章 試拾五雨

右桂，上=付此直段=御座候中下ノ柱ハ代高下=御座候。以上。

山本久兵衛
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三間角類直付

八寸 {日金萱分=付 愛本三分替

九寸 堂本=付 金量聖匁三分替

笠尺 登本=付 金受匁五分替

萱尺一寸 登本=付 金堂匁七分替

萱尺二寸 受本=付 金或匁霊分替

登尺三寸 萱本=付 金武匁五分替

登尺四寸 萱本=付 金参匁五分替

受尺五寸 堂本=付 金四匁八分替

登尺六寸 堂本=付 三金五匁六分替

五問角直付

八寸 登本=付 金萱dJ.三分替

九寸 堂本=付 金堂匁六分五厘替

萱尺 堂本=付 金武匁替

受尺一寸 堂本=付 金式匁二分替

萱尺二寸 登本=付 金三匁替

萱尺三寸 登本=付 金三匁九分替

登尺四寸 堂本=付 金五匁二分替

萱尺五.寸 萱本=付 金六匁二分替

受尺六寸 登本=付 金七匁登分替

山本久兵衛

此上下雨遇書付，檎山番所=テ吟味之上，従先規如斯相定由=候。

此上下南通之直段付，散々邪成儀zテ，役=立不申候。 (14の 198日 9頁)

上の文書は檎山奉行が，木材債格統制の必要を認め，その資料として，木材商に提出させ

たものと息はれるが，槍山番所では之が検討の後，前記の通り定めたとと， 立立びにとの債格は

種々の不Eの震にに失敗に絡ったととは末尾に記載されている文言に依って窺はれる.

11. 森林に関する被害防止策

松前藩には，森林の公安土，経済上の目的達成する上に於ける障碍を議防，除去する所調

森林警察的制度も存在した.教にその主要なるものを列挙すれば次の如くであお.
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i.山火の取締

山火の防止に就いては，古くから意を用ひたととは延費 6年の江差の制札中に「野火付申

間敷事」のー僚が見られ，叉元帳年聞に至つては，毎年2月から5月下旬迄江差と踊山の二筒

所には鯨漁に閲する禁制の末尾に「一野火ツケ申間敷事」たるー筒保が記載された高札が立て

られたととに依つでも知られ， 共の外留山や鷹場に封する火気恥締に就いては既に述べたとと

ろである. Eたに野火が叢生した場合の底置に就いては，元総2年槍山の役人に宛てた藩令tc:，

「ー檎山謹野火付候ハパ早蓮人数出シ消シ可申焼。」とるり，との人足に闘しては，泊，悶津(何

れも江差附近)雨村肝煎に封しては既に延賢6年に 「ー用儀=テ，番所=テ人足等入候時分無

滞=可申付候事。Jと申渡してるる.

11. 土場の保護

之に就いてはさたの如き禁制がある.

「ー木幸場に家作り申間敷事。J(延賓6年2月7日江差演の制札)

「ー木積場建=火ムサト麓申間敷事。J(延費6年2月7日厚佐都留場の制札)

之等の目的は要ナるに土場が狭まるととの防止挫びに土場材の保護時在ったものと見られ

る.蓋し首時鯨の漁期には何れも海謹に般家を建てたととは前記の如くであるが，若し潰土場

に之等が建てられたのでは土場が狭随とたり，作業等に不便を来すて虞れがるった故前記禁令を

見るに至ったものとJ思はれる.

iii.入林柚の取締

松前藩は規制として，藩に本籍を持たす~tc:滞在するものをすべて放人として遇したが，村l

の殆Eは;股人であった. 投入は上陸に際し，厳重な吟味が行はれ，怪しい者，身元引請のない

者，生活の方途の立たないものは一切上陸滞在を許さたかった. 叉之を許可した者からは入役

銭(布IJは柚役)を徴し，同時に鑑札を渡して許可の詮とした.廻判とは即ちとの鑑札を指したも

のと思はれる. 併し乍ら貰際は取締が充分に行届かたかったので縞かに滞在する者もあり，之

が取締の震と，一面にはとの禁令によって，不良柚の入山を制止し，盗伐共の他被害の防止を

闘ったものと見られる.向之に閲する延賀6年の江差の制札の僚目は弐の如くである. rー廻

判持参不仕柚居申間敷事oJr右之官於相背ハ急:度可申付モノ也J

柚との間に於ける木材費買の禁止

之に関する江差潰註ぴに厚佐部留場の雨所に立てた延質6年の制札は弐の如きものであっ

た.r山師=無断，山子ト相封ュテ，諸材木致賢買申間敷事。」

是は山師の材が柚に横領されるのを防止せんが需のもので， その目的は主として山師の樺
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益保護に在ったknくに考へられるのであるが， 他面藩は之に依って脆税の防止をも圃り得る事

になるのでるる.

iv. 極印の使用

極印の使用に闘しては元捺4年の藩令κ「ー百石以上蝦夷舶迄材木極印可申付事。Jとるり，

叉文化5年の「松前家より申詩書槍山番所取俊子績jには「近頃は柚共伐出高を矯書上候而改

相済，極印入候得共，水中に而無洩極印嘗り不申候而は， 無判之材木に類し候義奉恐入候間，

賞年より江差え廻着之節，演表;c而主立立，、御改申請度旨山師共より願出候に付営民年より右願

之通被仰付候Jとあるととろを見ると，無極印の木材は原則として責買を禁止したものと思は

れる，叉鯨用早切に極印を用いた事は既に述べたととろでるる.

v.山廻

盗伐の防止に就いては藩も持に意を用いた如く， 元総2年檎山奉行宛の藩令に「山廻度々

申付候テ可然候。x:前々沙汰有之候テハ邪曲知レ間敷候問沙汰ナキ様不意=廻シ可申{長。」とる

り，又同4年の藩令n:も「山廻P毎月入念可申付，誼手判無之柚，山江入間敷(民事。」として，

悲林巡闘の蹴行に依って盗伐の防止を圃った.とD場合無鑑札柚佐取締ったととは勿論でるる.

又留山の山守に就いては既に述べた通りでるる.

Vl. 流寄材木の続失防止

漂着材の粉失防止に就いては共の如き藩令を以て取締った. 即ち元藤2年のものを見るに

「流寄材木之儀，登本ュテモ続失無之様=設サセ，早速松前=相建，差固ヲ請以後流木遣方モ

急:度，可申間使。高ー主有木ハ猶更入念可申候」とるり，叉同4年にも「流寄候材木無断取候

モノ，念度可申付候J とるり，右に霊まする藩の ~li心の程が窺はれるのである.

Vll. 流詰時の語紙

之は木材を流主まする場合， 共の数量を吟味する潟棺山番所の吏員の検分を受け港欣を得せ

しめる制度で，手判とはその法肢のととである. f~1延賢 6 年!単位部習場の制札には失の知〈記

している.r諸材木川ョ P出シ中時分，番所ョ P手判請取り，出シ可申i民事。」

12.刑罰

松前藩D林政には上に見られるが如き，蔑A多禁令法度は存在したが， その違反者に霊まする

刑罰に就いては頗る具購位を依いて居り，只木材。窃盗に封して「材木ヌスミ申候者有之ハ過

料金(共木傍=テ返済可仕事)可申付事'QJ(延買6年江差の制十L)及び元繰2年の藩令に「法外ノ

山師候ハパ，;1ir.皮細下=致，牢合可rfcl付候」とるる外は壊に「曲事可申付候」とか「右之官於
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相背へ告度可申付者也。」と云うが如き漠然たるものでるった.

足、うに之等は共の云うととろ一片の告誌に止まって! 7flj罰を諜想し得たいものも少くはた

かったであろうし，たとえ之を議想し得たとしても未だ一手の制がなく， 唯犯罪の護生に従っ

て遁宜底分せんとし， 叉は脅嚇主義に依って故らに漠然厳科に鹿すべしとなした類もあったと

とと想像せらるるのであって，之を彼のflll事藩，名古屋藩等に於ける藤林光1]罰に比し著しく明

瞭を扶くものであった，

13. 林政機関

松前藩の林政機闘には次の如きものがあった.

家老 藩主を補佐し，藩政の権機に常る重職で，林政に闘する政令もととから護せられ

た.人員は概ね3，4名でるった.(1の365頁)

檎山奉行 延賀6年(1678)江差地方の檎山を開いたので共の毒事を幹するため設置せられ

たものでるるが，後にはお:差地方の民政，沖口事務総ぴ、に藩領内の木材tz:闘する一切の事務を

掌理した.(1の 367頁)

下代 檎山奉行の補助機闘で，市民の中から才幹あ石ものが採用せられ，共の人員は明

らかでないが，天明の頃は 2名であった.(1の 367頁)

山守 留山を巡硯L，盗伐共の他諜林危害の防除に嘗るもので明和9年には山守の人員

は4名でるった.(28の 51頁)

山先佼 との職務は明らかで、はないが，稲山秘府に「山先之者，拙役拾人宛令赦兎{民事。」

(14の 196頁)とるるから，之は山師の中から任命せられ，藩の伐木等に閲する賞務に従事Lたか

或は同業者聞の取締に首ったものとも忠はれる.向明和3年(1766)山師伊藤甚五兵衛が江主惣

百姓の憎悪を受け，彼等から甚五兵衛の領外追歓を命ぜられ度き旨の願出がるったのに封し，

藩吏は彼が山先役を勤めた者であるとの理由でその願書の取次ぎ難き旨を申渡したととろ， 百

姓は徒黛を組み彼の家を襲い之を破壊した旨の記事が見られる.(14 ~ 238頁)

檎山は檎山奉行の直接管理するととろでるったが，明和3年(1766)之を村々の名主に申付

けた.之に関する提は次の如くである.

費

今度檎木誌諸雑木御山，此末村々名主江御預け被仰候付向後猿相成不申

様急度逐一吟味可申事。

家来等願出有之候節は，共付々名主方より江主番所江申建可得差同事。
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右之赴堅相守可申者也。 明和三年戊十月 (14の50頁)

14. 線、括

松諸領内にはヒバ，エメマツ等の豊富主主原始林が存在していたが， 人口が未だ稀薄であっ

たので，藩政中期頃までは森林の用益は自由に委ねられていた.

然るに延寅6年，先づヒパ林が山師に着目せられるととろと友り，運上金に依ってその伐

採が開始されるや藩は与くも之が統制に着手した.、留山制度及びヒバ幼木θ禁伐誼ぴに剥皮禁

止令等が即ちそれで、ある.

而して藩が斯くも森林の保持に敏感であった所以は， その経済的基礎が主として自然物の

採取にあった故，その牧益の安固と永績とを圃るが震には，之等の猫占と資源の存績とを必要

としたからである.

然るに元誌の頃に至り，山師の裁は頓に増加し， 人民の用益も亦漸く著しいものがあり，

加うるに藩の財政難等もるって，従来の政策のみを以てしてはヒパ林の保持は困難なる事態と

なった，

誌に於て庶民が従来無説とされていた家作材の採取を禁やる一方， 柚の入林監にも制限査と

加えて共の監督を巌にし，又漁業用早明等の震にヒパを伐採するととは之を禁ヒ， その代りに

雑木の使用を奨闘した.

斯くの如く庶民の行うヒパ白伐採は一切之を禁止したが，藩は運上金を徴して依然山師に

留山の伐採を稽積せしめていたθであり，叉共の聞に於ける山火や盗伐等の被害も少なからざ

るものがあったので，ヒバは加速度的な減少を示し， 遂には共の伐採を中止するの己む友き欣

態となった. 併し乍ら他方藩の財政も漸く女子縛し，叉蝦夷檎の伐採も始占うられていたので棺山

の牧入が社絶しでも左程の苦帯も感ぜざるに至った.

依って賓暦年聞には留山に封ずる柏入を一切禁止し且つ其の量生も 7箇所とし，之等の保

護管理を巌にして専ら林力の快復tc努占うた. 斯くて従来濁占的，掠奪的でるった留山も其の面

白を改めて育成的，備蓄的たものとなった. 然るに斯かる好況も永績はせ歩，共の明和・安永

の頃に及んでは藩の財政は元椋の時にも士宮して悪化し留山の伐採は再び繰返され，叉雑木の

伐採も以前から行はれていたので， 此頃には濁りヒパのみなら十雑木の昧乏も亦甚だしいもり

があるに至った.

斯くて藩は三度共の政策を強化せざるを得ぬ境地に陥れ そとで先づ共の豊富友蝦夷地の

森林を誼金を徴して魔く一般に開放すると共に，庶民に封しでは林税を増強して牧入の増加佐
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園る一方，木材の費買に聖ましでは届出器lJt=採用して脱税と盗伐の防止に努めた.他方和人地に

封しては禁伐樹種の範圏を雑木にまで蹟張し，更に漁業用材に封しでは巌重なるi会査を賞施し

てヒパ材の濫費と盗伐とを防止し， 又先の寅買屈に封しては藩吏をして家屋・浩舶等の工事現

場を巡廻せしめ無届材使用の取締に遺憾なきを期した.

而して従来漁業用材としての雑木の伐採は届出の必要がなかったにかかわら宇， 此の時に

至つては数量を書上げ届出て許可を受くるを要し，而も江主附近に於ける之が伐採を禁止する

等共の干渉は頗る複雑多岐に亙った.

ヨたにエゾマツに就いて之を見るに，共の伐採は元藤末期より始められ， 共:の規模は量的に

も地域的にもヒバの比ではなかったが，森林が僻地に存在し且蓄積も極めて大であった母，藩

の林政的関心は比較的稀薄でるった.

而して共の伐採は蹴ね 1人の山師に漏出せしめたが，明和6年務は之を山師から取上げて

直営伐採を試みた.併し乍ら経験の乏しさと資金の昧乏，組械の不備等に依づて失敗に師し，

僅か1年にして他の山師と交替せざるを得なかった.

エゾマツに闘する藩の政策として之を掲げるならば， それは 1人の山師に共の伐採を満点

せしめたととと， トドマツ山を総て留山としたととのこ酷であるう.

併しそれも藩自らの護意に依るものではなく， 山師久兵衛が他との競争による材債の低落

を防止する篇之を願出た結果と見られるのでるみ， (1の 183頁)

以上松前藩に於ける林政とその推移の大要を述べたが， 之を要するに藩の林政はヒバが共

の中心であり，それはヒバ林の開放i立って共の商品化と共に護足し，其の利用の増大従ってヒ

バの減少につれて干渉は強化せられ， 又財政の窮乏と共に搾取的・濁占的傾向は謹厚となり，

干渉は複雑化し，其の官余裕時に於ては之等の援和と育成面の強化とが見られるのである.

松前藩の林政を通覧するに，共の目標は森林牧入の確千米にあったととは明らかであり， 而

〆もそれは首面の牧利を主眼としたものであった・

縫って留山と稿し留木と云っても， それは藩の滴占的た伐採を示す以外に格別の意義もな

かったようであり， 叉林業に闘する各種届出や検査制度と稿するも未だ徴税手段たるの域を脆

したものは少た<.殊に林設の複雑多岐なるに至つては藩D征現主義を表明する以外に何物で

もたかったのである.

斯く C1Jf;.日〈藩は森林牧入の確保には専念したにもかかわらや， その裏付ともなるべき育林

や管理等の面に劃しては比較吻泊極的態度を採ったのであって， それは彼の延享時に於ける山

師の行った造林の成果に徴しても，或は栴山奉行犯地方の民政までも捨首せしめて林政に専念
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せしめたかった事に依ヲても，或は叉後に槍山の管理を付々の名主に託した等のととに照しで

も，之を知り得るのである.併し乍ら槍山の開放と同時に平〈もヒパの幼木伐採を禁じ叉は

常時最も需要の多かうた漁業用材にヒバの使用を鹿して雑木の利用を指導し， 或は柚の入林に

制限を附しイ時に林内の巡硯を厳にし， 叉常時山火の猿防に努め，或は又エゾマツ伐採に封す

る無益の競争を避けしめたが如き，何れも森林の保存維持に有効な手段と稀すべきであって，

藩の林政には叉斯かる-liの存在したととも看過し得ないのでるる.
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